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馴応詞沙喜砂厨□図宜

1．概略

総会で討議された内容のうち、いくつかの課

題について作業を進めています。 「公共事業

見直し機関」設置に向けての作業、ダム事業

に関わる財政負担問題、ダム事業を中止・休

止した際の地域補岱の問題、水源開発問題の

リーフレットの作成作業、水瀕連のホームペ

ージ作成作業、総会準と全国集会の準備など

です。

2. 「公共事業見直し機関」設置に向

けての作業
水源連では既に「公共事業見直し機関」草案

を作成し、政府にその実現を要請してきた経

緯がありますが、 一向に前に進んでいかない

のが実体です。この問題について総会では

「情報公開 ・討識保証機関」の方向を探るこ

とに支持が多かったことをうけ、事務局はそ

のような内容を併せ持っていると思われる、

公害紛争処理法に基づく「公害等調整委員

会」 「都道府県公害審査会」について勉強を

始めました。

これらの機関は申請のあった公害紛争につ

いて、あっせん ・調停 ・仲裁 ・裁定をおこな

います。公害調停委員会（または公害審査

会）は必要に応 じて、 職権で当事者に出頭を

求めたり、文書の提出を求めたり、委員会自

らが調査をおこなうこ とができます。

ただし、この制度は基本的には典型七公害

の紛争を対象としたものであり、ダム建設等

による環境破壊を対象にするには難しい面が

あります。また、文省提出の命令等が発動さ

れることはまれなようです。

事務局では、公害調停委員会（または公害

審査会）の機能を強化拡大して、ダム建設等

も対象にし、同時に情報公関や討議保証の機

能を持たせることが可能か否かについて法制

度からの検討を始めました。

3．ダム事業に関わる財政負担問題

1999年1月27日、思川開発事業を考える流

域の会が栃木県に対して「思川開発事業に対

する栃木県の費用負担とその必要性に関する

公朋牧問書」を提出しました。各地でダム問

題に関わられている皆さんが当該事業の財政

負担問題を追及する際に、この公開質問省を

参考にして頂けると幸いです。

これに対する文書回答が3月31日に栃木県

から出されました。内容は期待していたもの

より簡単で、具体的数字が出ていたものはほ

んの一部でした。思川開発事業の計画は利水

面に関して開発水最とその水利権分担の具体

的数字が決定していないため、 「現在検討

中」という回答が目立っています。このこと

は、 「利水の供給先が等が決まらないような

状態で、思川開発事業が先行している」こと

を物語っています。具体的内容は別項を参照

して下さい。

4. ダム中止後の生活再建対策の継続

の晶聞題
タム予定地の人々と共にダム建設事業を中

止に追い込むためには、ダム中止後も、ダム

予定地の生活再建 ・地域振興事業を極力継線

できるような法制度の整備が必要です。事務

局ではこの法制度の案を作るための取り組み

を始めました。

詳しくは別項を参照して下さい。

5.五木村民への補償に関する建設省

への問い合わせ
五木村在住の方から、 「川辺川ダムと苫田

ダムでは農地の補償基準が違っている。九州

内とか中国内というよ うに、 一つの地建内で

は同一のようである。補債基準の決め方はど

うなっているのか」との指摘がありました。

また、五木村の2つの水没予定地住民団体

（川辺川ダム対策同盟会、五木村水没者対策

協議会）が建設省に「 「補岱基準締結後3年

以内に代替地を整備して移転」をはるかに超
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え、 30年も経過していることについての補

侯見直し」を求めましたが、建設省はそれを

拒否しています。

この2点および、補俄と移転の関係につい

て、 99年2月25日に建設省河川局開発課

法規補償担当の森専門官に電話で聞き取りを

しましたので、報告します。

(1)農地補償基準と移転について。

以下、森氏の説明

ダム事業等は地方建設局の事業なので、個
別事業に関連する補償基準は地方建設局が決
めている。
その決め方は、 「土地評価事務処理要領」

による。主として取り引き事例比較法で算出
し、それを収益還元法で補足をしている。
「土地評価事務処理要領」では、 「取り引き
事例比較法」は「個別田畑の評価には地形等
も含めて、 1級から3級までの3段階評価が
あり、各々100、95、90％の重み付けをする」
となっている。
この格付けにあたって、実賑には周辺の取

り引き事例が採用されている。
補個基準締結後、個別補償契約を結んだ揚

合はその年度内に移転しないと、個別補償契
約は無効となり、保証金は支払われない。
よって、水没予定地に現在居住している人

は個別補償契約を結んでいない人である。

(2)五木村水没地権者2団体からの補償見

直し要請について。

以下、森氏の説明

本省にはまだ来ていない。地建対廊という
ことだろう。

(3) 「『30年も経過していることに対す

る補償』はこれまでの概念を超えていること

であるから地建対応というのはおかしい。本

省で考えるぺきだ（遠藤の意見）。」につい

て。
以下、森氏の説明

「30年も経過していることに対する補諧」の
気持ちは理解できる。しかし、 金銭への評
価が難しい，歯止めのかけ方が難しいなどの
問題があるので、現行法では困難である。議
員への請願を行い、立法化をはかるのがよい
だろう。

(4)この穂の問題（補償のあり方）を扱う

部所について。
以下、森氏の説明

建設経済局である。総務課は収用法関係、

調整課が補償関係を受け持っている。

別項でも触れますが、そのダム計画の進捗

度に関わらず、その事業計画が「不要」と認

定されたときも含め、ダム予定地住民がこれ

まで被ってきた心身両面の苦痛と、地域振興

の遅れに対する補償制度の確立が急がれま

す。

6. 水源開発問題のリーフレットの作

成作業、水源連のホームページ作成

作業

水源開発問題と水源連について紹介するこ

とを目的としたリーフレットの作成を進めて

います。基本的な編集は多くの方々のご協力

により完了しつつあるので、具体的なレイア

ウト、印刷に取り掛かり、 6月中には完成さ

せる予定です。

水源連のホームページは

http://member.nifty.ne.jp/aqua/suigen.htmで

す。インターネットを経験されている方は、

一度ご覧になって下さい。まだまだ工事中

（作成準備中）のページが多く申し訳ない次

第ですが、鋭意、充実に向けて努力している

ところです。

7.「もう一つの新月ダム」をご購読

下さい。
宮城県気仙沼市の大川に建設が予定されて

いた新月ダムは1998年度から休止事業とな

りました。現在、大川の治水利水対策を検討

する委員会が設置され、その検討がおこなわ

れています。新月ダム建設反対期成同盟は新

月ダムやその代替ダムの不要性を強く訴えて

いますが、まだまだ予断を許せない状況で

す。この現状に対して新月ダムの真実を伝

え、これまでの新月ダム計画に関わる地元の

動きを知ってもらうことを目的に、三陸新報

社元編集長 小野寺教郎氏が「もう一つの新

月ダム」を自費出版されました。そのチラシ

を同封します。是非、ご購読下さい。

8．統一地方選挙結果
この4月25日、統一地方選挙が終わりまし
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た。

東京都国立市長選挙では水源連事務局の上

原公子さんが、大垣市議会議員選挙では「徳

山ダム建設中止を求める会」の近藤ゆり子さ

んが、人吉市議会議員選挙では「清流球磨

川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」

の原 豊典さんが、立候補されました。その

結果を報告します。

国立市長選挙投票率 58.13%

上原公子（新） 1 5 9 4 2当選

佐伯有行（現） 1 4 6 9 1 
大垣市議会議員選挙投票率 65.18%

近藤ゆり子（新） 773落選

(38名中37位）

人吉市議会議員選挙投票率 65.18%

原豊典（新） 474 落選

(26名中26位）

水源連メンバー以外では、人吉市議会議員

選挙で本村さんが当選されました。本村さん

は人吉市議会内で川辺川ダムの問題点を科学

的に展開できる方です。

山形県鶴岡市議選では、月山ダム反対運動

をやられている草島進一さんが新人ながら

トップ当選を果たしています。

また、徳島市議会議員選挙で、住民投票賛

成派（住民投票にも河口堰化にも賛成、を含

める）が22名当選しました。議員定数は42

名なので、議員提案により、住民投票条例の

成立が確実視されています。

体着工強行に躍起となっている、川辺川ダム

に焦点を当てることにしました。

期日： 9月11日、 12日
おおまかな予定：
11日川辺川ダム予定地と五木村の

視察、夜は人吉市内で水源
連総会

12日人吉市内で全国集会

全国集会の主な目的：

1.川辺川・球磨川のアユを守り続け、建

設省からの漁業補債に向けた話し合いを

拒否している球磨川漁協に全国からエー

ルを集めること。

2.川辺川ダムが不要であることを科学的

に明らかにすること。

なお、全国集会とは別に、五木村住民との

交流会も企画する予定です。

具体的なことはあらためてお知らせしま

す。とりあえず、 9月11,12日は水源連総会・

全国集会のために空けておいて頂けると幸い

です。

＜各地の状況＞

1) 川辺川ダム
計画当初から建設省は「川辺川ダム本体工

事に着工するには、五木村、相良村、球磨川

漁協の同意が前提」であることを明らかにし

ています。

現在、球磨川漁協は「川辺川ダムが川辺

川・球磨川の流況悪化と水質悪化をもたら

し、アユの生息に致命的な影響を与える」と

して、同意を与えていません。球磨川漁協の

問題提起に対して建設省は、具体的な回答を

おこなうこともなく、一方的に年度内本体着

工の予算をはり付け、工事の発注をおこなっ

ています。建設省は本体着工に向けての準備

を着々と進め、それを宜伝することにより、

球磨川漁協を孤立させ、漁業補侯協定締結交

ついて 渉に同漁協がつかざるを得ない状況造りを急

今年度の水源連総会・全国集会は、球磨川 いでいます。

漁協をはじめ、多くの農業者、流域市民が反 利水裁判で晨水省の敗訴判決が出る前に、

対しているにも関わらず、建設省が年度内本 少しでもダム本体工事を進めておきたい、と

水源開発問題は自治の根幹に関わる問題で

あり、その意味で、水源連としても今回の選

挙に大きな関心を持っていました。立候補さ

れた皆さん、選挙運動に関係された皆さん、

本当にご苦労様でした。

上原公子さん、近藤ゆり子さん、原豊典さ

ん、本村さん、草島さんから特別寄稿を頂き

ました。別掲いたします。

9. 今年度の水源連総会と全国集会に
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いうのが建設省の本音でしょう。建設省がな

りふりかまわず球磨川漁協へ様々な攻撃・揺

さ振りをかけてくることは必至です。球磨

川・川辺川の清流とすばらしいアユを守るた

めに、球磨川漁協に全国からエールを送りま

しょう。

球磨川漁協へのエールの送り先
〒866-0051八代市麦島東町 14-1

球磨川漁業協同組合ダム対策委員会御中

2) 木頭村
村民と村の頑張りで、細川内ダムの動きは

ありません。心配されていた株式会社「きと

うむら」の経営も、全国から予定をはるかに

こえる応援を受けていることと、地域産業起

こしに明るい方が会社に加わったことで、営

業内容の見直しも始まり、これからの進展が

明るくなってきています。ダムに依存しない

村作りには多くの困難があるようですが、成

功に向けて全国の皆さんに支援をお願いしま

す。

3)吉野川第十堰
「第十堰問題は自分たちで決める」という

熱意が住民投票条例制定に向けた大きな運動

になりました。市議会で否決はされました

が、それをバネに徳島市民は頑張り、今回の

市議選で住民投票賛成派が過半数を占めるこ

とができました。 6月には住民投票条例が成

立することでしょう。

この市民の盛り上がりに対して、建設大臣

は「第十堰については住民投票の結果に従

う」と表明しました。小池徳島市長は「市長

は市民の意向を無視して一方に肩入れするこ

とは好ましいことではない」として、 「第十

堰建設促進期成同盟会」の会長を辞任する意

向を5月11日に明らかにしました。

一方で、促進派は建設大臣の発言は無責任

であるとして、建設促進を申し入れていま

す。建設省も様々な代替案を出したり、可動

堰と橋の建設を切り離すことを明らかにした

り、建設大臣発言を取り消したり、と住民投

票で多数派をとるべくあからさまな策動を矢

継ぎ早におこなっています。

建設省や徳島県・徳島市は「可動堰化を中

心とした第十堰の改築についての市民・県民

からの理解を得るため」と称して、多額の費

用をかけて、宜伝戦を展開しています。

「第十堰住民投票の会」は徳島市民がこれ

らの動きにまどわされることなく正しい判断

ができるように、第十堰を守ることが最善で

あることとその方法を市民に向けて発信し続

けています。

4) 苫田ダム
苫田ダムは反対住民が水没予定地に居住し

ているにもかかわらず、本体着工に向けたエ

事が進められています。

苫田ダム建設に反対する 4団体はこの事態

を重く受け止め、 3月1日に岡山県に監査請求

を提出すると共に、同日、建設大臣に対し

て、 1)このような状況下での本体着工は暴

挙であり、即時中止すること、 2)現地で住

民、関係者の意見を聞く会を持つこと、を要

請しました。

監査請求に対して岡山県は4月26日にこれ

を一部却下、残りは棄却の決定を下しまし

た。もちろんその中身は不当なものなので、

4団体は提訴することにしています。

大臣への要請に対しては何らの返答があり

ません。建設省の不当性を国会議員同席のも

とで追及する予定です。

5) 足羽川ダム
1997年9月の審議委員会答申で、 「現計画

は犠牲が多く不適当」という内容が盛り込ま

れたため、近畿地方建設局は代替案を策定す

ることになっていましたが、現在に至っても

作業中で、公表には更に時間が必要とのこと

です。

美山町は「「現計画は犠牲が多く不適当」

という答申に基づき、美山町に関わるダム計

画にはとりあわない」ことを明らかにしてい

ます。そもそも必要性が全くないダムなの

で、建設省は計画中止を決断すべきです。
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6) 槙尾川ダム
「槙尾川ダムの見直しを求める連絡会」は

98年8月に槙尾川ダム計画がまった＜効率が

低く不要なものであるとし、独自の代替案を

発表しています。

槙尾川は小川というよりもせせらぎと呼ぶ

にふさわしく、自然環境に恵まれています。

今年1月31日には、和泉市で木頭村の藤田

村長と国土問題研究会の上野鉄男氏を招い

て、 「槙尾川シンポジウム」を開催し、槙尾

川ダムの問題点を探るとともに、代替案の確

認をしました。

槙尾川ダムは大阪府が計画し建設省が補助

金を出す総貯水盤約130万トンの洪水調節ダ

ムです。洪水調節とはいうものの、槙尾川ダ

ムの計画調節盤は毎秒75トンで、その集水面

積は大津川水系流域面積の 3％に過ぎませ

ん。

身近なせせらぎを守ろう、身近な自然を大

切にしよう、槙尾川こそ生きた自然教育の場

にふさわしい、という思いから、 「槙尾川ダ

ムの見直しを求める連絡会」は槙尾川・槙尾

山一帯の自然観察会を重ねています。

7) 渡良瀬遊水池第2貯水池
「第1貯水池の水質改善の見通しがつくま

で第2貯水池計画を中断」という答申を1996

年12月に審議委員会が出しました。その後、

「渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議

会」は建設省が第1貯水池でおこなっている

ヨシ原浄化施設を検証して、渡良瀬第一貯水

池ではヨシ原による浄化はむしろ弊害の方が

大きいことを明らかにすると共に、渡良瀬遊

水池エコミュージアムプラン（自然博物館）

の策定と実現に取り組んでいます。

来年はじめにも審議委員会の再開が予定さ

れていることもあり、住民協議会はエコミュ

ージアムプランの完成に力を注いでいます。

（―-一一色地の選挙ガらの特別寄鵬 ー)

〈国立市上原公子さんから〉
水源連の皆様、今回の国立市長選では、暖

かいご支援本当にありがとうございました。

3期目を目指す保守系現職との一騎打ちと

いう、大変厳しい選挙でした。結果は、 20 

年ぶりに保守から市民の手に市政を取り戻

し、なおかつ東京で初の女性市長の誕生とい

うこと、終えてみると実に困難な選挙によく

ぞ勝利したと思っています。

私たちの選挙は、情報公開と市民参加に基

づく「市民自治の復活」を目的としました。

そのために市民自治を選挙から始めたいと、

自立した市民のボランティアとカンパでやり

抜きました。お金も無いから看板ものぽりも

手作り、組織もないから一人一人が力を持ち

寄って気持ちだけで動いているといった、従

来の組織選挙では考えられないナイナイづく

しの選挙でした。

多くの政党や団体の推薦をいただいたので

すが、選挙母体はあくまでも個人の市民で構

成をしたいとのこだわりに、初め困惑し、遠

巻きに見ていた政党等のみなさんも、次第に

自分たちでできることで支援するという形を

整えていただきました。

まさに、市民が主人公の、政党、団体は市

民のサポーターという構図が実現できた新し

い選挙だったと私たちは評価をしておりま

す。

そもそも私が立候補の決意をしたことに

は、様々な理由がありますが、一つは、長年

国立市の町づくりの運動をしており、生活者

ネットワークのメンバーとして、市民自治を

目指した提案活動をしていたことがベースに

あります。もう一つは、水問題を中心とした

活動から、水問題はまさに自治の問題で有る

ことを学んで参りました。

6
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水源連の仲間として、ダム問題に関わりな

がら、我がまちの自治はどうするのかという

ことは、当然跳ね返って参ります。

見過ごすことのできない市民不在の市政の

現状に対しては、自治復権の運動をしてきた

者の責任として、自らが首長を担うという選

択をしたわけです。

すでに、景観権裁判の原告として活動をし

ていた私は、今回市長になることで一転被告

になり、また都市計画道路問題で都と争って

きた問題では、市長としての決断を迫られま

す。財政も多摩地域で最悪の状況をどう解決

するのか、課題は山積しております。

しかし、あくまでも地方主権の時代の市政

運営は、主権者である市民が決定をしていく

ことを前提に、合意のプロセスをどう作り、

情報をどれだけ広く伝えていくのかの手法に

かかっているかと思います。

水源連の運動で学んできたことは、私の大

きな財産です。現場に立ってものを見る、法

は人の幸福、平和の生活を保障するための手

段として使う、を私の信条として市民自治の

まち実現に頑張ってまいります。

水源連の皆様の益々のご活躍を、メンバー

の一人としてお祈りいたしております。

〈大垣市近藤ゆり子さんから〉
徳山ダムを止める決め手は（そして他多く

の地域の問題を解決するためにも） 「地元」

の政治状況を変えること。この 2, 3年のう

ちに岐阜県でも、 「政治や選挙なんて大嫌

ぃ、無関係」だった市民が、地域の運動を通

じて自ら選挙に関わり出した。 97年2月岐

阜県知事選＝候補者・近藤正尚／得票率 11 

%、 97年4月大垣市議補選＝候補者・近藤

ゆり子／得票率 19%。大垣市議選は前回ま

で、完全に昔ながらのコネ選挙（地緑・血

縁・商店会・晨協や消防団、などのつながり

たよってひたすら「頼む、頼む」を繰り返

す）であった。しかし世の中一般の風向きは

少しずつは変わっている。昨年の参院選など

で見られた「投票行動で何かを変えられる」

という意識が投票率を 2、3％押し上げるの

ではないか、そういう層は「新しい選択肢」

を求めているのではないか、コネ選挙の隙間

をぬっての「風ねらい、浮動票ねらい」でも

1人位は当選させられるのではない

か・・・。そういう読みのもとに、 「従来

型」候補とは明らかに違う形の「新しい選択

肢」を示す、という作戦だった。

しかし結果は以下のように惨敗だった。

大垣市議会議員選挙投票者数＝ 75 7 2 7 

投票率＝ 65. 81%（最低）

近藤ゆり子落選得票数＝ 773 （得

票率 1%) 3 8名中 37位
（議員定数32) 

この 773票は、ほとんど選対で固有名詞

で掌握できる固定票。他の候補に浮動票を流

れたという形跡もなく（新人で当選したのは

確実に引退議員の地盤を引き継いだ者だ

け）、浮動票は動かなかったといえる。

選挙前から駅頭やスーパーなどで街頭演説

を繰り返し、リーフレットを 1万以上配布す

るなど、知事選や補選（いきなり立候補）と

は比べものにならない準備活動を行った。

また「徳山ダムができると、大垣の水が商

くてまずくて危険なものになる＝大垣のおい

しい地下水源を守る」 「情報を隠す市政、な

れあいの市議会を変え、情報公開と市民参加

の大垣を」と政策を訴えて、毎日、街頭演説

を数十力所（多い時は 70カ所くらい）して

歩いた。聴衆の反応は非常に良く、 「名前」

の浸透度は新人としては抜群と言っても良

かったと思われる。選挙運動中、他の全陣営

が「近藤陣営を警戒している」と何度も耳に

したが、その「存在感」は他の候補陣営の引

き締めに役立っただけのようだ。

結局は、風を起こす＝大垣市民の新たな投

票行動を起こすことができなかった。

私たち自身、かなりの確率で当選すると

思っていた。開票直前、マスコミ 3社が写真

まで用意して「当選記事」の予定稿を菩いて

いる中での惨敗だった（その一方、親類、近

所のオジサンなど運動や政策とは関係のない

顔見知りの間では、 「市議選で政策なんて生

意気なことは受け入れられない」 「有力者に

頼んでいないからダメ」と「落選」の評価も

大きかった）。某新聞社の記者は、結果に対

して「大垣はとんでもない田舎だなあ」とい

水源連だより No.91999.5.24 7
 



う感想を述べた。マスコミなどの「都会的」

観点は全く通用しなかったわけで、私たち自

身もまたマスコミと同じ「都会的」な目線で

しか、この地域の現状を捉えていなかったこ

とを反省している。

何が何でも徳山ダムを作ろうとしている梶

原岐阜県知事と小倉大垣市長は、大喜びとい

うところ。結果的に徳山ダム建設中止に向け

た運動に逆風をもたらしてしまったという面

は否定できない。また当会の事務局体制が危

機に瀕していることも事実である。

同時に、この選挙を通じて、 「初めて問題

を知った、何とかしていかなくては」と言う

方も出てきた。地域での運動の輪を広げるべ

く、今後とも努力していく決意である。

~~~~~~~~~~~~~~~ 
〈人吉市原豊典さんから〉
郷土人吉を急速にダメにする川辺川ダム本

体着工を食い止め、活動の場を広くするため

の2回目の挑戦でした。

選挙結果は、得票数474票で立候補者26人

中の最下位でした。投票率は87％ですが、こ

の高さは地縁、血縁型選挙を証明しているに

過ぎません。

敗因は、①メシを食うための最低限の仕事

とダム反対活動に手いっぱいで、選挙準備・

選対の構築が非常に遅れたこと、②同じ住所

に定住することができず近所町内の応援が殆

ど得られなかったこと、の二つが挙げられま

す。

今後の方針は以上の敗北原因の克服が基本

になります。

～～～～～～～～～～～～ 
〈鶴岡市草島さんから〉
月山ダムは、霊峰出羽三山の主峰で、月読

命をまつる月山の懐、梵字川の上流に建設中

の多目的ダムである。このダムの大きな目的

は、治水で以前最上川の支流であった赤川の

氾濫を（といっても 30年に一回ぐらいの洪

水で最近は全然といっていいほどない）くい

とめる治水、わずかの電力発電、そして、利

水（アロケーションは 7.3%)である。この利

水は、現在上水道をすべて地下水でまかなっ

ている鶴岡市を含む 6市町村に、供給しよう

というものである。

鶴岡の水はうまい。先日帝国ホテルのシェ

フがやってきて、 「この水だから旨いものが

できるんです」と言ってのけた水が水道の蛇

口からでる。この水がダム水になって本当に

いいのか。そして空海上人が名付けたといわ

れのある梵字川に、ダムなんかつくつて、富

栄養化の緑色の水になって本当にいいのか。

そんな思いでウォーターワッチ・ネットワー

クを昨年の 3月14日に設立、 1年間、鶴岡

市水道部や、月山ダム工事事務所など、リサ

ーチをおこなってきた。そして 3月14日、

ジャーナリスト保屋野初子さん、新潟大学教

授、鷲見一夫先生を招いて、月山ダム工事事

務所をはじめ総ての関係機関の行政マンにパ

ネラーになっていただき、シンポジウム「ど

うなる！ ？月山ダムの水道料金・水はおいし

いの？」を開催した。その中でやはり水需要

の計画が大きくずれている事が指摘され、会

場に集まった 15 0人の鶴岡の住人のみなさ

んの「疑問」や「非難」の声を聞く事ができ

た。

しかしながら行政各者からは、参加者が 1
0 0バーセント納得できるような情報は提示

されなかった。それを主催してみて、これは

鶴岡の未来のビジョンを見据える上でしつか

りと議論することが必要だと感じた。これが

今回、市議会への出馬の大きな理由となっ

た。

選挙戦は、アースデイをはさんだ選挙戦

だったため、カヌーで鶴岡の中心部を流れる

内川をくだり第 1声、そして、自転車で鶴岡

をくまなくまわった運動会のような選挙戦に

なった。スタッフはほぼ全部ボランティア。

うぐいすは自分が80%、あとは神戸から駆

けつけてくれた神戸元気村のスタッフや山形

大学の学生諸氏がひきうけてくれた。出納責

任者はおふくろ。ポスター張りもみんなで

やった。関西からもミュージシャンが駆けつ

けてくれ、選挙戦は、なんだか「長良川トメ

ナイト」風でもあった。

結果は、 6期ずっとトップだった自民党議

員に 60 0票も差をつけてトップ当選。 29

68票という、鶴岡市議会はじまって以来の記

録更新をなしとげた。票読みなど全然ない、
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地盤も全然ない選挙戦だったが、水の問題

で、飲食店の人たちがたくさん協力してくだ

さった。そして、鶴岡周辺の環境保護グルー

プ、またNPOの人たちも、個人的にお手伝い

いただいた。それから何よりも、若い連中に

この水の問題に感心のある者が大いことにも

気づかされた。

現在、鶴岡市銀座通りで選挙事務所に使っ

ていた場所を、ハートビート・センターと

し、政策提言の集団を「地球の声・鶴岡」と

し、市民の水問題サロン「ウォーターサロ

ン」を毎集開き、どんどんこの輪を大きくし

ていこうと思っている。

議会ではあくまで界派に属さない「ど市

民 •NPOの声」としてダムの水はひかず、今

の水をそのまま使い続けることを想定して、

質問をしていく。その他にもイベントなど

様々な方策をめぐらし、なんとかしたいと

思っている。住民投票の場で決着を付けるこ

とも考えている。全国での先例となっている

事例や、方策のご教授を皆さんにぜひいただ

きたいと思っている。鶴岡は今山莱が豊富。

赤川や最上川でゆったりカヌーもできます。

ぜひ一度いらしてくださーい。

ー Openour Soul!-

~~~Water Watch Network 

Council of Tsuruoka city 

"Stern" Shin-ichi Kusaijma~~ 

http:/ /jca.ax.apc.org/ water-w 

E・mail : stern@jca.ax.apc.org 

Tel 070-5652-6586 

090-388-3872 

tel/fax 81-235-22-9183 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

9·ニ・ご•=·=•ご •S ・＝・＝・ご•=•=•=·=·ニ・ニ・＝・ご •S ・ご●ニ・＝·ご •=•=•=•=•=·=•=·=·S ・＝ •S ・ご•=•ご●＝・＝・＝・ご•=·=•=・=・=・二・ニ・ニ・＝・ニ

i9 事務局からのお願い
fl) 封筒にあなたの会費の有効期限を記しました。未納の方は、年会費の

棚入をよろしく お願いいたします。,. 
！ 年 会費個人 20 0 0円 団体 5000円,. 
！ 郵便振替口座 00170-4-766559 ,. 
！ 加入者名 水源開発問題全国連絡会

t2) 情報を寄せて下さい。お互いの情報交換がお互いにとって、大きな力

！ になります。御忙しいこととは思いますが、よろしくお願いいたしま

！す。

f 3) E.メールアドレスをお持ちの方、当方(yakkun@mvd.biglobe.ne.jp),. 

＇ 
； までお知らせ下さい。早く、且つ、安く情報交換ができます。

~4) 水源連のホームページ、まだ工事中（編集中）の部分が多くて申し訳,. 
！ ありません。インターネットをされている方は時々アクセスしてみて下,. 
！ さい。
t .̀.......................................................................................................................................................................................................” 
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思III開発事業における財政負担問題の

公開質問書について 事務局

国も各都道府県、各市町村とも、深刻な財

政危機にあり、ダム建設等の水源開発事業を

これ以上進めることは財政面からも許されな

い状況になっています。各水源開発事業と関

連事業の巨額の事業費は、国税、地方税、水

道料金の形で私たち国民の肩にかかってきて

います。この総負担額がいくらになるかを明

確にしていけば、無用の水源開発事業に対す

る国民の批判が今より更に高まっていくもの

と予想されます。

そこで、昨年の総会では、今後の運動方針

として、水源開発事業と関連事業の財政負担

を解明するための公開質問害をダム事業者や

関連都道府県等に提出することが提案されま

した。

「思川開発事業を考える流域の会」では、

この提案を受けて、今年2月17日に別紙の

とおり、 「思川開発事業に対する栃木県の費

用負担とその必要性に関する公開質問害」を

栃木県に提出しました。思川開発事業の最大

の費用負担者になるのは栃木県です。ダム事

業だけではなく、水源地域整備事業や水道用

を合わせると、栃木県の一般会計、水道会計

等の総負担額は起債の利息も含めて 10 0 0 
憶円を大きく超えるのではないかと言われて

います。その実態を解明する第一歩として、

この公開質問害を提出したものです。

3月末になって、栃木県から別紙の回答が

送られてきました。内容は、予想していたも

のより簡単で、具体的な数字が出たものは一

部でした。なるべく具体的に答えないという

意図のもとに回答が害かれていますから、そ

れは当然のことかもしれませんが、しかし、

実際に、思川開発事業はその供給先等がきま

らないような状態で事業が先行していること

も、このように不明朗な回答になった理由の

一つだと思います。

しかし、それでも、いくつかの点で数字が

でてきていますので、流域の会では、今後を

それらを使って、第二段の公開質問害を出し

たり、監査請求を行っていくことを考えてい

ます。栃木県が思川開発事業に参加すること

は、費用負担の面でも県民は到底許容できな

いことをアピールしていかなければなりませ

水供給事業、かんがい用水供給事業等の負担 ん。

1999年1月27日

栃木県知事

渡辺文雄様
思川開発事業を考える流城の会

代表藤原信

事務局小山市城東2-10-22

電話 0285-23-8505 

思川開発事業に対する栃木県の費用負担と

その必要性に関する公開質問書

思川開発事業に対して栃木県が巨額の費用を負担することはすでに新聞で報道されている

とおりですが、実際にダム関連事業も含めた負担額がいくらになるのか、また、起債の利息
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も含めると、総負担額がどれほどの金額になるのかは明らかにされていません。そして、巨

額の費用を負担するならば、栃木県にとって思川開発事業が是非とも必要なものでなければ

なりませんが、実態は必ずしもそうではありません。栃木県にとって巨額の費用負担に見合

うだけのメリットが思川開発事業に本当にあるかどうかを、栃木県は県民とともに真剣に考

える必要があります。県税や水道料金という形で最終的な費用負担を背負うのは県民ですか

ら、思川開発事業はすでに決定された計画だから、栃木県が参加するという安易な考えで

あってはなりません。思川開発事業に係わる費用負担と必要性に関するデータをすべて公開

した上で、思川開発事業への参加の是非を県民に問うべきです。そこで、この費用負担と必

要性の問題に関して、下記の質問を行いますので、文害でご回答くださるよう、お願いしま

す。 2月17日（水）までにご回答くだされば、幸いです。

I思川開発事業とその関連事業に対する栃木県の費用負担額 l
1 思川開発の「洪水調節及び流水の正常な機能維持」分の負担額

1・1 建設省の「思川開発事業に関する事業実施方針」 (1994年 5月31日）によれば、総事

業費の概算額2520億円のうち、 「洪水調節及び流水の正常な機能の維持」に係わる負担額

は、その 512/1000である1290億円である。これを、国と栃木県、茨城県、埼玉県、千葉

県、東京都が負担することになっている。この「洪水調節及び流水の正常な機能の維持」の

分として、本県が思川開発事業に対して負担するのは何億円か。

1・2 思川開発による洪水調節とは、南摩ダムと行川ダムのそれぞれのダム地点において、

125 t／秒と120t／秒の洪水調節を行うものであり、栃木県に係わるものばかりである。こ

の洪水調節分として、本県が思川開発事業に対して負担するのは何億円か。

1・3 思川開発による「流水の正常な機能の維持」は、大谷川、行川、黒川、南摩川、思川と

いう栃木県内の河川に関するものと、利根川に関するものがある。また、その他に利根川及

ぶ鬼怒川の「異常渇水時の緊急水の補給」の分も含まれている。本県が思川開発事業に関し

て、 「栃木県内の河川の流水の正常な機能の維持」、 「利根川の流水の正常な機能の維

持」、 「利根川及ぶ鬼怒川の異常渇水時の緊急水の補給」の分として負担するのはそれぞれ

何憶円か。

1・4 以上の「洪水調節及び流水の正常な機能の維持」の分として、本県が思川開発事業に

対して負担する費用のうちの何％を地方債で処理することになっているのか。また、その起

債の発行条件（償還期間と利率）はどのようなものを予定しているのか。

1・5 上記の地方債の利息支払い額も含めると、本県が「洪水調節及び流水の正常な機能の維

持」の分として、思川開発事業に対して負担する費用は総額約何億円になるのか。

2 思川開発の水道用水分の負担額

2・1 1998年10月28日の下野新聞の報道によれば、栃木県が同県の水道用水分として思川開

発事業に対して負担する費用は全事業費の 138/1000、すなわち、 348億円である。これ

を、国（補助金）と県でそれぞれ負担することになるが、それぞれの負担額は何億円になる

のか。

2・2 2・ 1のうち、県負担分は水資源開発公団が公団債を発行して立て替え、その元利償還金

を県の水道会計と一般会計が支払うことになるが、この水道会計と一般会計の負担割合はそ

れぞれ何％になるのか。また、公団債の発行条件（債還期間と利率）はどのようなものにな

ると見込んでいるのか。

2•3 この公団債の利息支払い額も含めると、本県の水道用水分として本県の水道会計と一般

会計が負担するのはそれぞれ総額約何億円になるのか。
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3 思川開発の工業用水分の負担額

3-1 2-1の下野新聞の報道によれば、栃木県が同県の工業用水分として思川開発事業に対し

て負担する費用は、全事業費の19/1000、すなわち、 48億円である。これを、国（補助

金）と県が負担することになるが、それぞれの負担額は何億円になるのか。

32 3・1のうち、県負担分の一部は水資源開発公団が立て替えて、その元利償還金を県が支

払うことになるが、この公団債の発行条件（債還期間と利率）はどのようなものになると見

込んでいるのか。また、県負担分のうち、公団立替えで処理される割合は何％か。

3・3 更に、県負担分の残りは県が地方債の発行で対応し、その元利償還金を県が毎年支出す

ることになるが、この起債の発行条件（個還期間と利率）はどのようなものを予定している

のか。

34 3・2の公団債の元利償還金、及び 3・3の地方債の元利償還金の支出は、県の一般会計と

工業用水道会計のどちらで行うことになるのか。

3-5 3-2の公団債と 3・3の地方債の利息支払い額も含めると、本県の工業用水分として本県

が負担するのは総額約何億円になるのか。

4 思川開発のかんがい用水分の負担額

4-1 1-1の事業実施方針によれば、栃木県内（巴波川沿岸地区及び思JII左岸地区）のかんがい

用水に係わる負担額は、全事業費の70/1000、すなわち、 176億円である。このうちの21

％は受益者（土地改良区等）の負担であり、 79％を国（補助金）と栃木県が負担する。本県

がかんがい用水分として負担するのは何億円か。

4・2 本県は、このかんがい用水分の負担金のうちの何％を地方債で処理することになってい

るのか。また、その起債の発行条件（償還期間と利率）はどのようなものを予定しているの

か。

4•3 地方債の利息支払い額も含めると、本県が思川開発事業のかんがい用水分として、負担

する費用は総額約何億円になるのか。

5 水源地域対策特別措置法による水源地域整備事業の負担額

5・1 水源地域対策特別措置法による思川開発の水源地域整備事業の総事業費は約何憶円に

なると見込んでいるのか。そのうち、本県の一般会計、水道会計、工業用水道会計が負担す

るのはそれぞれ約何館円になるのか。

5•2 本県の一般会計、水道会計、工業用水道会計はそれぞれ、 5・1の負担金のうちの何％を

地方債で処理することになっているのか。また、その起債の発行条件（侯還期間と利率）は

どのようなものを予定しているのか。

5-3 地方債の利息支払い額も含めると、水源地域整備事業に対して本県の一般会計、水道会

計、工業用水道会計が負担するのはそれぞれ約何値円になるのか。

6 水道用水供給事業の負担額

61 栃木県が、思川開発による栃木県水道用水の開発水量 2.418t／秒を供給するために実

施する水道用水供給事業の総事業費は約何憶円になると見込んでいるのか。また、そのう

ち、本県の一般会計と水道会計が負担するのはそれぞれ約何億円になるのか。

6・2 本県の一般会計と水道会計はそれぞれ、 6・1の負担金のうちの何％を地方債で処理する

ことになっているのか。また、その起債の発行条件（償還期間と利率）はどのようなものを

予定しているのか。

63 地方債の利息支払い額も含めると、 61の水道用水供給事業に対して本県の一般会計と

水道会計が負担するのはそれぞれ約何憶円になるのか。

12 水源連だより No.91999.5.24 



7 工業用水道事業の負担額

7-1 栃木県が、思川開発による栃木県工業用水の開発水最 0.300t／秒を供給するために実

施する工業用水道事業の総事業費は約何億円になると見込んでいるのか。また、そのうち、

本県の一般会計と工業用水道会計が負担するのはそれぞれ約何億円になるのか。

7-2 本県の一般会計と工業用水道会計はそれぞれ、 7・1の負担金のうちの何％を地方債で処

理することになっているのか。また、その起債の発行条件（個還期間と利率）はどのような

ものを予定しているのか。

7・3 地方債の利息支払い額も含めると、 7・1の工業用水道事業に対して本県の一般会計とエ

業用水道会計が負担するのはそれぞれ約何億円になるのか。

8 かんがい用水供給事業の負担額

8・1 栃木県が、思川開発による栃木県かんがい用水の開発水蓋1.5t／秒を供給するために

実施するかんがい用水供給事業の総事業費は約何億円になると見込んでいるのか。また、そ

のうち、国（補助金）と本県一般会計、受益者（土地改良区等）が負担するのはそれぞれ約

何憶円になるのか。

8-2 本県は、このかんがい用水供給事業の負担金のうちの何％を地方債で処理することに

なっているのか。また、その起債の発行条件（償還期間と利率）はどのようなものを予定し

ているのか。

8・3 地方債の利息支払い額も含めると、本県が 8・1のかんがい用水供給事業に対して負担す

る費用は総額約何億円になるのか。

9 思川開発事業とその関連事業に対する総負担額

9・1 I~8に示した思川開発事業とその関連事業に対する栃木県一般会計、水道会計、エ

業用水道会計の負担額を合計すると、総額約何億円になるのか。起偵の利息支払い額を含め

ない金額と含めた金額を示されたい。

（思川開発の必要性について）

10 工業用水の供給計画

10-1 思川開発による栃木県工業用水への配分水量 0.3t／秒はどの地区の工場に給水するた

めのものか。この工業用水道の事業計画は策定されているのか。事業計画の内容、すなわ

ち、対象地区、対象工場数、着工及び竣工予定年度、給水予定水量等を示されたい。

10-2 栃木県には周知のように、鬼怒川左岸台地地区工業用水道に約1.0t／秒の未利用水源

がある。この未利用水源を活用するための新規工業用水道の事業計画は策定されているの

か。事業計画があれば、その内容、すなわち、対象地区、対象工場数、着工及び竣工予定年

度、給水予定水最等を示されたい。

10-3鬼怒川左岸台地地区工業用水道の水源は川治ダムによって開発されたものであるが、こ

の未利用水源 1.0 t／秒に係わる川治ダム事業費の負担金はどこが立て替えているのか。栃

木県一般会計が立て替えているのか。負担金を立て替えているところと負担金の金額を明ら

かにされたい。

11 かんがい用水の供給計画

11-1 思川開発による栃木県かんがい用水への配分水最1.5t／秒を供給するための事業計画

は策定されているのか。このかんがい用水供給事業の計画の内容、すなわち、対象地区、農
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家数、水田面積、畑地かんがい面積、着工及び竣工予定年度、給水予定水量等を示された
い。

11・2減反と宅地転用で水田面積が大幅に減少し、農業用水全体の需要最が減ってきている現

状において、新たにかんがい用水供給事業を行う必要性を具体的なデータで示されたい。

12 水道用水の供給計画

12・1思川開発による栃木県水道用水への配分水量 2.418t／秒はどの地域の水道に供給する

ためのものか。この水道用水供給事業の計画の内容、すなわち、対象市町村、着工及び竣工

予定年度、給水予定水最等を示されたい。

12・2 1997年に国立社会保障・人口問題研究所が行った推計によれば、栃木県の人口は2015

年の 208.9万人がピークになる。これは1995年の 198.4万人に対して、約10万人の増加にと

どまる。都市活動用水等を含めて、一人一日400I使うとしても、 10万人による水量増加は

4万t／日で、毎秒 0.5t未満にすぎない。とても、 2.418 t／秒を必要とする状況にならな

いと考えられるが、思川開発に 2.418t／秒を求めた根拠を明らかにされたい。

なお、総務庁の「住宅統計調査」によれば、栃木県の水洗便所普及率は1988年が53.7%、

1993年が70.9％であるから、現時点ですでに85％程度になっていると推定される。したがっ

て、今後、水洗便所の普及による水量増加はさほど大きなものにはなりえないことを申し添

えておく。

12・3 周知のように、栃木県内では渡良瀬川・草木ダムの水利権のうち、佐野市の水道用水

0.3 t／秒、足利市の工業用水 0.3t／秒が未利用のままになっている。それに、 10・2で述べ

た鬼怒川左岸台地地区工業用水道の未利用水源1.0t／秒を加えると、栃木県は県内に1.6t 

／秒の未利用水源を抱えていることになる。栃木県はこの未利用水源を有効に活用すること

を考えていないのか。その考えがあるならば、活用計画を具体的に示されたい。

12・4栃木県内ではこの他に、近い将来に湯西川ダムにより、宇都宮市の水道用水として0.61

t／秒の水利権が得られることになっているが、宇都宮市はすでに十分な水源を保有してい

るから、この0.61t／秒も未利用水源になる可能性が高い。これを、 12・3に示した未利用水

源に加えると、合計 2.2 t／秒になる。 12・2で述べたように、栃木県全体の水道用水とし

て、今後 0.5t／秒程度しか増えず、一方、未利用水源は 2.2 t／秒にもなる。これらの数

字を踏まえれば、栃木県が思川開発に 2.418 t／秒の水道用水の水利権を求める必要性は全

くないと判断されるが、この点について貴県の見解を示されたい。
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Y 

平成 11年3月31日

思川開発事業を考える流域の会

代表藤原信様

栃木県企画部水資源対策室

水は、かけがえのない資源であり、我々の生命を維持するために必要不可欠な資源で

あります。また、ゆとりや潤いに満ちた生活を実現するために欠くことのできない資源

であります。

ところが、近年渇水や洪水が繰り返し生じており、平成6年や平成8年の渇水では、

井戸が枯れたり取水制限の実施に伴い都市用水や農業用水の利用に大きな支障を来し、

また、平成 10年には集中豪雨により大きな災害をもたらしたところであります。

このように水は、貴里な資源であると同時に必要な時に直ぐ手に入るものではないこ

とから、節水や再利用により水資源の有効活用を図ることはもとより安定した水利用が

可能となるよう長期的な視野に立って水資源開発施設の整備を行うことも大変重要であ

ると考えております。

1 9 9 9年1月27日付け「思川開発事業に対する栃木県の要用負担とその必要性に

関する公開質問書」について、別紙のとおり回答します。
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16 

1 思川開発事業とその関連事業に対する栃木県の費用負担額

1 思川開発の「洪水調節及び流水の正常な機能の維持」分の負担額

本県が洪水調節及び流水の正常な機能の維持分として負担するのは約 14 1億円

である。

洪水調節及び流水の正常な機能の維持の負担金は、ほぽ地方債でまかなう予定で

あり、現行の地方債の発行茶件は、••1拓還期間 2 0年、利率は2. 2％であり、今後

の発行については、諸条件を踏まえ、負担が最小になるよう検討していく。

今後、検討を要するところもあり、それらが決まった後に、負担総額が確定する

ことになる。

2 思川開発の水道用水分の負担額

各県の利水配分は、事業実施方針の変更によって決定される見込みであるが、現

在その手続きを建設省で進めていると聞いている。

なお、水資源開発公団に対しては、本事業に掛かる経費が最小となるよう要望し

ている。

3 思川開発の工業用水分の負担額

各県の利水配分は、事業実施方針の変更によって決定される見込みであるが、現

在その手続きを建設省で進めていると聞いている。

なお、水資源開発公団に対しては、本事業に掛かる経要が最小となるよう要望し

ている。

4 思川開発のかんがい用水分の負担額

本県がかんがい用水分として負担するのは約42億円である。

かんがい用水分の負担金は、ほぼ地方債でまかなう予定であり、現行の地方債の

発行条件は償還期間20年、利率は 2. 2％であり、今後の発行については、諸条

件を踏まえ、負担が最小になるよう検討していく。

今後、検討を要するところもあり、それらが決まった後に、負担総額が確定する

ことになる。

5 水源地域対策特別措置法による水源地域整備事業の負担額

平成10年9月17日に南摩ダムが水源地域対策特別措匿法の「指定ダム」とな

ったことから、水源地域整備計画（案）を作成し、これを所管行政機関の長を通じ

て内閣総理大臣に提出しなければならない。水源地域整備計画で実施しうる事業の

うち水源地域の生活環境、産業基盤等の整備によって関係住民の生活の安定と福祉

の向上が図られるような事業等を検討していく。

なお、南摩ダムが水源地域対策特別措置法の「指定ダム」となったことで、国庫

補助事業の優先採択や一部事業の国庫補助率嵩上げなど適用によるメリットを受け

ることができる。

今後、水没予定地の方々の不安のない生活再建を図るため、関係者と協議しなが

ら早急に水源地域整備計画（案）を作成していく。
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6 水道用水供給事業の負担額及び

1 2 水道用水の供給計画 (12 -1、1 2 -2) 
本県は、東北新幹線や東北自動車道等の交通網の整備や有利な地理的条件を有し

ていることなどから、人口の増加やライフスタイルの変化などにより水需要も増加

している。

県内においては、那須郡、塩谷郡、上都賀郡、芳賀郡、安蘇郡の一部地域で人口

が減少しているが、逆に宇都宮線沿線を中心とした県南地域では人口が増加してお

り、水需要も増加している。

また、県南地域は地下水の過剰採取による地盤沈下が生じており、地下水利用か

ら表流水利用への転換を図る必要もある。

そのため、節水の啓発や雨水や水の再利用を図るとともに、森林の水源涵養機能

を高め、また安定的に取水が可能となる水資源開発施設を整備していくことが必要

である。

県南地域などの増大する水需要に対応し、また地下水から表流水への転換を図っ

ていくにあたっては、広域水道整備計画を検討する必要があると認識しており、そ

の水源として思川開発事業に期待している。県南地域における広域水道整備計画に

ついては、具体的な検討をしてるところである。

なお、平成9年3月31日時点の本県下水道等普及率は、 43.1％である（平成 1
0年度版栃木県市町村要覧参照）。

※ 殻滋糀翡難血頃翡翡樟設攣血＋コミlニティブうント翡屈＋畢翡闊翡屈

［ 呻紅台帳搭載人口＋外国人登録人口 ] x100 

7 工業用水供給事業の負担額及び

1 0 工業用水の供給計画について (10 -1) 
県南地域は、東京に近く、さらに北関東自動車道の整備が具体化されるなど地理

的条件に恵まれていることから、今後、企業立地が進展し、工業用水の増加が見込

まれる。

一方、当該地域は地下水の過剰採取による地盤沈下が生じていることから、国の

「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」において、地下水の適正利用が求められ

ている。

こうしたことから、県南地域を対象とした工業用水の供給を行う必要があると認

識しており、具体的な検討を行っていく。

8 かんがい用水供給事業の負担額及び

1 1 かんがい用水供給計画

小山市・栃木市・大平町・都賀町・西方町・藤岡町・岩舟町・野木町の 2市 6町

にわたる「巴波川沿岸地区」は、近年河川流塁の減少や家庭雑排水などの流入によ

る農業用水の汚濁が進んでいるとともに、この地区で地下水を利用している地帯で

は、揚水機械運転経費の増大、地下水位の低下及び揚水施設の老朽化による揚水量

の不足や赤水による揚水施設への被害が発生しており、施設の維持管理費の低減を

図る必要がある。
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小山市・壬生町・野木町の 1市2町にわたる「思川左岸」の畑地帯では、降水に

依存する不安定な状況にあるため農業経営は安定せず、また水田地帯においても河

川等による不安定な水利用を余儀なくされている。

さらに、野木町を中心とした県南地域においては地盤沈下も継続的に進行してお

り、地下水利用から表流水利用へ転換を図る必要もある。

このような状況に対処するため、思川開発事業に水源を依存し、農業基盤整備を

行い農業経営の安定を図り、もって地域農業の振興に資するものであり、国営事業

等によるかんがい用水供給事業等の具体化を図るための調査・計画が進められてい

る。

かんがい用水供給事業等にかかる国と本県、受益者の負担割合については、今後

具体的な検討を加えた計画の作成に併せて検討していく。

かんがい用水分のうち国営・県営分の負担金は、ほぼ地方債でまかなう予定であ

るが、発行条件については、諸条件を踏まえ、負担が最小になるよう検討していく。

9 思川開発事業とその関連事業に対する総負担額

総負担額については、上記の各項目が決まり次第、確定される。

I I 思川開発事業の必要性について

1 0 工業用水の供給計画について (10 -2、1 0 -3) 

この未利用水については、将来の発展に必要な水需要に備えるための水源として

確保しているものであり、川治ダム水源費負担金のうち、1.0 rri/sに相当する額を

栃木県一般会計において負担をしている。

なお、川治ダム水源費の栃木県工業用水分(1.83 rrl Is)の負担金額（国庫補助を

除いた額）は約53億円である。

1 2 水道用水の供給計画 (12 -3、1 2 -・4) 

佐野市の水道用水、足利市の工業用水、宇都宮市の水道用水は、それぞれの市

が獲得した水利権であり、市の発展に必要な水里であると聞いている。

【問い合わせ先】 栃木県企画部水資源対策室 (TEL O 2 8 -6 2 3 -2 5 6 6) 
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ダム中止後も生活再建・地域振興事業を

継続することの法制度の検討について 事務局

ダムをめぐる社会情勢は大きく変わりつつ

あります。ダムが様々な深刻な問題をもたら

すこと、ダムの公共性が希薄であることが次

第に国民の共通認識になり、ダム建設の中止

を求める声が大きく広がりつつあります。

現在はダム建設の中止を求める運動が、ダ

ム予定地の下流域で展開されていることが少

なくありません。その場合に重視しなければ

ならないのは、ダム予定地の人々の意向で

す。ダム予定地の人々は何十年という間、ダ

ム絡みの生活を強いられてきています。当初

はダム反対の姿勢であったが、長い年月の経

過で疲れ果て、ダム建設にやむをえず同意し

た経緯を持つところが数多くあります。ダム

建設に同意したダム予定地の人々は代替地等

への移転を前提として、将来の生活設計を

行っており、現段階でのダム反対運動に対し

て「もう遅すぎる」という思いを持っていま

す。

このような状況を打開し、ダム予定地の

人々とともに、公共性の希薄なダム事業を中

止に追い込むためには、ダム中止後も、ダム

予定地の生活再建・地域振興事業（以下、

「生活再建事業」という。）を極力継続でき

るような法制度の整備を図っていく必要があ

ります。

水源開発問題全国連絡会の事務局では、こ

の法制度の案をつくるための取り組みを始め

ました。

(1)質問主意害の提出

まずは政府の考えを知ることが必要です。

政府はダム総点検等によって、 （所詮はトカ

ゲの尻尾切りですが）一部のダム事業の中

止・休止を決定してきていますから、政府に

おいても、ダムを中止した時の生活再建事業

の措置を検討しておかなければならないはず

です。そこで、この問題に関して政府の考え

を知るため、今年2月に衆議院佐藤謙一郎議

員が別紙1の質問主意害を提出しました。

水源連だより No.91999.5.24 

3月に政府から別紙 2の答弁菩が出まし

た。その内容は、 「今まで中止又は休止の措

置をとったダム事業の中には、 （付替道路以

外のことで）生活再建事業の継続が問題にな

るところまで事業が進捗している事例がない

ので、現時点では検討していない。」という

ものでした。

ダム総点検等では、事業が或る程度進行し

ているダム事業も見直しの対象になっていま

す。それにもかかわらず、ダム事業を中止又

は休止した場合の生活再建事業の継続につい

て法制度上の検討を全く行っていないという

ことは、事業の進捗状況が入口段階にあるダ

ム事業以外は、実質的に中止又は休止の対象

になりえないことを示しています。今回の答

弁で、ダム総点検等によるダム事業見直しの

欺賭性があらためて露呈したと思います。

この欺賭性を明確にし、同時に、ダム中止

後の生活再建事業の継続に関する法制度面で

の検討を政府に促すため、 4月に新たな質問

主意書が提出されました。その答弁は 6月中

頃で出る予定です。次号でその結果をお知ら

せします。

(2)各ダムについて生活再建事業のデータ

の把握

各ダムにおいてどのような生活再建事業が

計画され、進められているのか、また、その

事業費の規模を把握するため、その資料の公

開を今年 2月に佐藤議員が政府に求めまし

た。対象にしたダムは、水没家屋がある直轄

事業及び公団事業のうち、ダム本体工事に着

手していない事業と、今まで休止の措置がと

られた事業（補助事業を含む）で、合わせて

5 7事業です。

3月にそれらの資料が公開されました。生

活再建事業は、ダム事業によるもの、水源地

域対策特別措置法によるもの、水源地域対策

基金によるものがあります。このうち、水源

地域対策特別措置法と水源地域対策基金の対
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象になるダムは一部だけですが、今回の資料

で、それらによる生活再建事業の内容は判明

しました。しかし、ダム事業による生活再建

事業の内容の多くはまだ不明なままです。不

明な部分の資料は再度、公開を求めていく予

定です。

(3)生活再建事業を継続する方策について

の検討

事務局では、 (1)、(2)の資料を踏まえて、次

の①～⑤の課題を中心に、ダム中止後の生活

再建事業の継続の可能性について検討を進め

ていきたいと考えています。

この問題に関して、皆様のご意見、アイデ

アを是非、事務局の方へお知らせください。

平成 11年2月22日提出

①生活再建事業のうち、ダム中止後も継続

すべき事業はどのような種類のものか。

②生活再建事業のうち、ダム中止後も他の

法律による位置づけを行えば、国の補助の

もとに継続可能になる事業はどのようなも

のがあるのか。

③ ダム中止後も、治水利水の受益予定者で

ぁつた自治体が生活再建事業の事業費の一

部を負担することを制度化することはでき

ないか。

④ 代替地への移転が決定している場合、ダ

ム中止後も、代替地の造成を進め、そこへ

の移転を可能にする方策はないのか。

⑤ ダム予定地の人々がダム計画によって受

けた精神的および経済的な損失に対して、

補慣する制度をつくることはできないか。

質問第 11号
ダム事業に伴う生活再建関連事業に関する質問主意書

提出者佐藤謙一郎
国は、平成九年度からダム建設事業等に関する総点検、平成十年度から公共事業再評

価システムによるダム建設事業等の再評価を実施している。その総点検や再評価は、事業継

続の是非について真摯に国民の意見を聞くものではないという疑問が聞こえている。しかし

ながら、事業の必要性や費用対効果などに基づき、事業継続の可否に判断を下すことは不可

欠である。その際、留意すべき点が見受けられる。ダム水没予定地の生活再建関連事業であ

る。

ーたびダム建設が計画されると、水没予定地住民は長期にわたり、生活基盤、生活設計に

影響を受ける。再評価によりダム事業が中止または休止になれば、それらが再び影響を被る

ことは想像に難くない。したがって、住民の同意を取り付けた後、長年が経過したダム事業

の見直しをするにあたっては、それら住民の苦痛や混乱を緩和する施策が必要である。

その観点から、以下、質問する。

ー．代替地の造成計画がすでに定められているか、またはその造成工事が行われているダム事

業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も代替

地の造成を進める可能性について国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、そ

の結果を明らかにされたい。もし検討したことがなければ、なぜか、理由を明らかにされ

たい。

二．補償基準がすでに妥結しているダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止に

なった場合、中止または休止後も、水没予定地の人々に対して補偵基準どおりの補償を行
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う可能性について国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らか

にされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。

三．補償基準が未だ妥結していないが、地元と移転同意の協定が結ばれているダム事業が総点

検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後に、水没予定地

の人々と補偵基準を取り決めて補償を行う可能性について国は検討したことがあるか。検

討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由

を明らかにされたい。

四付替道路の計画がすでに定められているか、またはその工事が行われているダム事業が総

点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も付替道路の

工事を進める可能性について国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結

果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。

五水源地域対策特別措置法による水源地域整備計画がすでに定められているダム事業が総点

検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後も水源地域整備

計画どおりの事業を進める可能性を国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、

その結果を明らかにされたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。

六．水源地域対策特別措置法のダム指定はされているが、水源地域整備計画が未だ定められて

いないダム事業が総点検または再評価の結果、中止または休止になった場合、中止または

休止後も、水源地域整備計画と同様の地域整備計画を定めて事業を進める可能性を国は検

討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにされたい。検討したこ

とがなければ、その理由を明らかにされたい。

七．水源地域対策基金による事業計画がすでに定められているダム事業が総点検または再評価

の結果、中止または休止になった場合、中止または休止後もその事業計画どおりの事業を

進める可能性を国は検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかに

されたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。

八．ダム基本計画（事業計画）は未だ策定されていないが、ダム起業者や地元自治体が水没予

定地の人々にすでに生活再建計画を提示しているダム事業が、総点検または再評価の結

果、中止または休止になった場合、中止または休止後もその計画に基づいて生活再建事業

を進める可能性を検討したことがあるか。検討したことがあれば、その結果を明らかにさ

れたい。検討したことがなければ、その理由を明らかにされたい。

右質問する。
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千綴川放水路計画中止と今後の謙題
千歳川放水路に反対する苫小牧市民の会大西 陽一

千歳川放水路計画は、 19 8 2 （昭和 5
7)年に北海道開発庁が石狩川水系の洪水対

策のために策定した計画です。 19 8 1（昭

和 56)年の大規模な洪水を契機に千歳川放

水路計画が急浮上してきた。それまでの基本

商水流最を9,000%o/sから 2倍の18,000%o/s
に引き上げられ、その流董配分をダム2,000

%o/s.遊水池1,000%o/s・本川14,000%o/s、
残り 1,000協／sを流域とは無関係な太平洋に

放水路を作り洪水時のみ千歳川を逆流させ流

出させることが決定された。

この 17年間、放水路をめぐる様々な動き

があったが、放水路の完成により、自然破

壊・晨業・漁業に大きな被害を被ることにな

る苫小牧での反対運動は、 「千歳川放水路に

反対する市民の会」が中心となって、 80,000

人を超える反対署名を集め、また、同時に洪

水被災地住民との対話集会を開き代替案の模

索に取り組んできた。

本来、一刻を争うべき洪水対策が17年間

にも及ぶ膠着状態になった大きな原因は、千

歳川放水路計画のみならず、治水あるいは利

水に伴う大規模公共工事が社会問題に発展し

ている要因と同様、河川を管理する側が計画

立案に至る経過（データ含む）を全く公開し

ていないことにあった。

このような状況下、北海道知事の私的諮問

機関として「千歳川流域治水対策検討委員

会」を発足させ、 「道民合意を得られる結論

を求める」としたが、検討委員会が非公開と

なったため、 「論議過程が道民に明示されな

い状態で、道民合意を得ることはできない」

として、全面公開を求め、途中からではある

が公開となり、論議経過の透明度が高くなっ

た。

検討委員会の「中間まとめ」 （案） （要

旨）
1 総合治水対策を推進する。千歳川放水路

計画については検討の対象としない。

24 

2 千歳川と石狩川の合流点の整備計画につ

いては、 「新たな検討の場」を発足させ、関

係住民の合意を得て立案する。

3 治水対策の一環として、関連する社会制

度の整備充実を図る。

4 合流点整備をはじめ、有効であると思わ

れる様々な洪水解決策を検討し、総合治水対

策としてまとめた。これらを実施することに

よって治水は著しく改善されると判断する。

新遠浅川案（注：ミニ放水路）のような流

域外対策案は、総合治水対策の進行状態を見

た上で、万ーそれらが著しい効果を果たさな

いと判断した段階で、新たな検討事項として

取り上げるべきものと考える。

5 放水路計画により、関係住民の将来設計

に支障あった場合、国も道も十分に配慮し誠

意をもって対応する必要がある。

新遠浅川案の取り扱いについての補足説明

（要旨）

検討委員会が、 「地域合意としての治水対

策」という知事から付託された課題と、検討

委員会の意見（河川工学の委員）が一致しな

い状況を勘案すると、結論の限界であると考

えるが、両論併記ではなく、優先順位が明記

されていることを理解していただきたい。流

域外対策が将来の検討課題になる可能性を残

したことが総合治水対策の進展の妨げになる

ことがないように、知事が関係省庁に説明し

配慮を求めることが必要となる。

中間まとめの評価、及び今後の取り組みに

ついて
検討委員会の論議過程で基本高水流最

18,000%o/sを「変更する必要はない」とした

が、恣意的に高めに設定された基本高水流最

を変更しなければ、いずれ大規模工事の可能

性を残したといえる。実際、 「中間まとめ」

の前提である、 「可能な限り小規模工事で関

係住民の合意を得る」可能性が低くなり、同

一流域とはいえ、河道移設案や新遠浅川放水

水源連だより No.91999.5.24 



路などの大規模工事が代替案に残った。

私たちは、被災地流域住民との対話から、

流域全体を同じ安全度でカバーする必要性は

ないと考えていますし、石狩川水系の中での

総合治水対策が脇に置かれ、千歳川の治水に

限定された論議経過に不満を残した。

特に私たちが提唱していた代替案は石狩川

の水位低下を図ることにより千歳川の洪水を

防ぐものであり、これが検討されていないこ

と、また、 「流域外」として石狩川での対策

より新遠浅川が検討課題にされる可能性があ

ることに不満が残る。また、超過洪水対策・

流出規制・農業政策への言及・ハザードマッ

プの策定（都市計画に位置づけ）などを「新

たな検討の場」に総合治水対策として明示す

べきで、さらに、その前段に当面すぐに実施

可能な対策の実施目途を明確にする必要が

あった。

しかしながら、一旦、閣議決定までされた

千歳川放水路計画の中止決定は、今後の治水

対策に大きく変革をもたらす契機になる可能

性ををもたらし、また、新河川法の趣旨に

沿ったものと考えます。..................................... 
千歳川千歳川放水路に反対する市民の会

代表

YOICHI ONISHI（大西陽一）

E-mail yohnishi@blue.plala.or.jp 
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且豆Jrr碑葬 事 業

流域の会活動経過及び現地の状況 ー思川開発事業を考える流域の会一

9 8 • 1 2月。＊「関東地建事業評価監視委員会」へ要望書を提出。

＊県南部地域地盤沈下問題、県、小山市、野木町、藤岡町の回答結果を、

県政記者クラプで発表。

9 9 • 1月。＊鹿沼市で「鹿沼の清流を未来に手渡す会」が発足。

＊建設大臣へ公開質問書を郵送、

ー思川開発事業が関東地建事業評価監視委員会で「継続」とされたこと

について一

＊栃木県知事へ公開質問書を提出。

ー思川開発事業に対する栃木県の費用負担とその必要性について一

ー東大芦川ダム事業が栃木県公共事業評価委員会で「継続」とされたこ

とについて一

＊栃木県公共事業評価委員会委員長へ公開質問書を提出。

ー東大芦川ダム事業が「継続」とされたことについて一

2月。＊「東大芦川ダム」について、西大芦漁協が組合員や県内外の

釣り人 13 0 0人を対象にダム建設の是非を問うアンケートを実施、

＊上南摩1区自治会が南摩ダム絶対反対室瀬協議会と会合、

• 1区自治会としては室瀬協議会の運動を支援して行く事を決める。

•また同自治会は、水公団が要請している水没地区の移転先候補地と県

道代替予定地の立ち入り調査を拒否している。

＊思川開発問題ー PART6ー講演会。 講師：保屋野初子

「サイフの中から水資源開発をのぞく」を開催。

ーダム建設と水道料金の関係を生活者の視点から解き明かす一

3月。＊思川開発で 0. 25rrl/Sの利水者となっている小山市の議会で、小山

市は現在既に 12000rrl／日の余裕のある水利権を確保済みであるこ

とが明らかにされた。

＊鹿沼の清流を未来に手渡す会、 「公団と南摩ダムを語るタベ」を開催。

＊西大芦漁協、年度総会で「東大芦川ダム反対を決議」。

＊今市市議会水需給調査特別委貝会「調査報告」

•市民のコンセンサスが未だ得られていない。

• 2 1世紀の地球環境に配慮したものでない。

・必要性への疑問、再検討の余地があるのではないか。

4月。＊公団による南摩ダム水没予定地区住民の移転先意向調査結果が明らかに

なる、 •76 世帯中 44 世帯が集団移転 32 世帯は個人移転を希望。

＊統一地方選挙（県議会、市議会）立候補者ヘアンケートを実施。

•今市の水を考える会。

・鹿沼の清流を未来に手渡す会。

水源連だより No.91999.5.24 27 



l9U!l. 3. 23 ー竺 鰈斤 閲

重 ■ろ

ー
ダ
ム
は
無
駄
」
と
111か
ツ
竹
n
j

n旧
な
ど
を
染
げ
な
が
ら

説
I
y
l
す
る
藤
殷
杞
代
北

公
団
交
え
問
題
点
考
え
る

薗
闊
の
農
業
一
芦
川
か
ら
も
漿
。
行
川
に
も
一
て
の
水
づ
く
り
の
必
闘
を
弾

一
急

菱

皇

息

竺

百

来

に

手

渡

す

会

（

謁

嬰

代

ダ

ム

喜

ぶ

沓

謡

し

叫
し
た
。

＿人
が
嘉
゜
篇
も
相
次
い
だ
。

表
）
は
二
十
一
日
、
市
文
化
セ
一
玄
累
時
に
は
相
互
に
翡
し
こ
れ
に
対
し
藤
原
代
表
は
ぁ
る
参
加
者
は
「
水
が
足
足

ン
タ
ー
大
会
議
室
で
「
水
塁

一

合

う

計

画

。

「

財

政

構
造
速
中
法
の
制
定
に
い
の
は
都
市
佳
氏
。
ど
こ
ま
で

闘
向
と
南
庫
ダ
ム
を
詔
る
一
こ
の
日
醤
師
と
し
叉
ム
団
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
況
で
な
し
便
利
に
な
れ
ば
気
が
済
む
の

，
か
。
な
ぜ
地
方
が
描
牲
に
な
ら

タ
ベ
」
を
聞
い
た
。
同
公
団
か
か
ら
屈
川
開
発
迎
設
所
の
部
谷

血
し
に
公
共
事
菜
が
行
わ
れ
て

畠

嬰

ム

を

含

む

思

川

旦

鷹

暑

層

、

沈

恥

。

や

が

て

大

穿

裔

金

と

な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
と

い
っ
た
怒
り
の
戸
も
上
が
っ
て

饂
の
概
要
腐
明
を
受
け
喜
i域
の
裔
袈
の
藤
原
i
C
T
麗
r

ー
な
っ
贔
ね
愚
。
将
来
の
人
、
こ
。

と
と
も
に
、
闘
祉
に
反
対
し
一大
学
名
訂
教
授
を
招
い
た
。
蔀

□動
態
を
児
れ
ば
無
琺
な
投
＞
t

て
い
る
忠
川
開
発
魯
畜
屁
嬰
ム
の
自
的
、

構
辿

の一

資
。
沓
裔
保
す
る
に
は
む
し

峨
の
会
か
ら
も
そ
の
問

m点
を
ほ
か
「
大
谷
川
か
ら
の
収
水
J
n
ろ
秤
松
育
成
に
投
入
し
た
方
が

叩

い

た

。

を

大

に

削

減

し

、

闊

ダ

ム

ニ

器

、

限

用

面

に

有

効

」

と

忠
川
開
発
業
は
、
閏
限
川
呑
通
加
し
逆
送
抽
給
災
摩
伍
し
た
。

に
約
孟
呼
ン
の
水
を
に
め
畠
玄
丼
を
、
十
分
な
調
杏
に
立
っ

一

こ
の
日
は
地
元
住
民
の
ほ
か

9

ヽ
j
o
-

嬰

．ム
粒
骰
。
今
印
市
内
の
ぞ
叶
甕
汰
襲
し
に
」と
諒
I
u

i
小
林
守
衆
議
院
民
、
今
市
の

人
谷
川
か
蒻

沓

で
水
を
i
J
一さ
ら
に
記
胤
域
の
盟

沈

ド
i

葵

途

中
の
行
川
、
叫
川
、
大
対
策
、
新
た
な
都
市
川
水
と
し

鹿
沼

南
摩
ダ
ム
は
必
要
か

28 水源連だより No.91999.5.24 



声 醐 昂3tl舅便窃は可

支持者と握手する上原公子さん （左） ＝25 
日午後11時20分、東京都国立市中 1丁目で
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徳山ダムを巡る最近の動き
近藤ゆり子（徳山ダム建設中止を求める会）

(1)強制収用への動き
建設省の「事業審議委」設置の意図はとも

かく（後述）、実際の委員の構成を見れば予

想のつく通り、徳山ダム審議委は「早期完

成答申」を出した (97年2月）。また、政

府による従来型の土木建設事業に偏した「不

況対策」と相まって、徳山ダム建設事業には

、大規模な予算が投入され、急ビッチで本体

着工に向かっている。

98年 12月24日、建設省は公団などの

申請を受け、徳山ダムの「事業認定」を行っ

た。今年3月、公団は、本体着工用地につい

て、 E氏を対象に、岐阜県収用委に収用申請

を行った。遅くとも秋口には収用裁決が出さ

れる可能性が強い(•1)。一方、 E氏から譲渡さ

れた土地の共有トラスト参加者に対して、 4

月、公団はしつこく土地譲渡の協議を要求し

てきた。 「多忙」と断るとすぐに「では交渉

拒否ですね」と来る。今秋にも収用委にかけ

るための地ならしであることは明らかであ

る。

4月26日＝第 1回審理。 5月31日＝現

地調査。 6月8日＝第2回審理。公共事業絡

みの収用裁決自体は実は珍しいことではない

が、事業者に対する不信を正面から争うケー

スはそう多くない。公共性の無い又は乏しい

事業に安易に強制収用が適用されること自体

に歯止めをかける必要がある。また徳山ダム

においては、 71年に旧徳山村住民に対し

て、建設省と岐阜県知事が「強制収用はしな

ぃ」という約束を行っている。三里塚（成田

空港）闘争を念頭においたものであろう。三

里塚でも「強権的に臨んだのは間違ってい

た」と国・公団が認めているのである。徳山

ダム事業への強制収用は、まさに歴史の歯車

を逆に廻すことになる。

当会・運営委とすぐに連絡のついたメンバ

-22名で、公団に対して、集団・公開交渉

の申し入れを行った (4月28日）。

30 

(2浅山ダム裁判＝ 5月19日初公判
昨年 6月、公団が「事業認定申請」をして

強制収用への意志を明らかにした直後に、

我々は共有トラストを設定することができ

た。このおかげで「原告不適格」という門前

払いを食わされる心配なく「事業認定処分取

消訴訟」を、 3月16日に提起した。この訴

訟（行政訴訟）は「公共性のない徳山ダム建

設を事業認定するのは誤りである」と訴える

もので、徳山ダムに関するすべての問題で全

面対決を行う訴訟となる。

また、長良川河口堰でも進んでいる住民訴

訟（＝工業用水の一般会計支出は違法であ

る）と同様の住民訴訟を、岐阜県知事を被告

に徳山ダムでも起こした (3月1日提訴）。

岩屋ダムで工業用水道水源を確保してから 2

0余年、なお、岐阜県には工業用水道会計が

正式には存在しない（「需要がないから」と

担当課が認めている）。岩屋ダムの個還分も

徳山ダムの先払い分も、一般会計からまっす

ぐ公団に支払っている。形式的にも、長良川

河口堰以上に違法性が強い。

2つの裁判は独立しているが、関連事件と

して公判は同日に行われる。初公判は 5月1
9日（水）岐阜地裁で、それぞれの裁判につ

いて原告の冒頭陳述が認められた。 （行政訴

訟＝上田武夫、住民訴訟＝三浦真智）

(3)西濃地区の水道と徳山ダム
大垣市など岐阜県西濃地区の上水道水源は

深井戸＝地下水で、 5年前の全国的渇水の際

も水道に影響はなかった（揖斐川は涸れ

た）。計画では、この地域の自治体が地下水

源を放棄して徳山ダムの水を買うとしてい

る。水源費 12 6億円＋新たな施設費を負担

して、まずくて汚染された水を欽むことにな

る住民の側はたまらない。当会は2年前から

このことを大垣市に質問しているが返事はな

ぃ。市議会議員は「まさか、そんなことがあ

るわけない」と取り合わない。

その一方で、今年度、岐阜県は「水源転換
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対策費」を予算化した。長良川河口堰で知多

半島の住民がひどい目にあっていることが報

道されていても、

見ないふりをしているのがこの地域の自治

体・議会の現状である。 （新聞記事参照）

(4)無駄な公共事業を止めるのは自治

体と住民

自治統一地方選で、徳島市議会で条例制定

賛成派が過半数になったことを受けて、関谷

建設大臣は「住民投票の結果に従う」と述べ

た。 「信じがたい」という人もいるようであ

るが、少なくとも 95年に建設省が「ダム等

の見直し」を掲げて事業審議会を設置して以

降の状況は、 「建設省が無駄な大型公共事業

をゴリ押しし、自治体がそれに追従してい

る」という見方では説明できない。徳山ダム

審議委の傍聴を通じて、筆者は、もし自治体

が「やめる」と、態度を鮮明にすれば、建設

省はやめるだろうと感じとった。 （「技術と

人間」 98年3月号。近藤「徳山ダム問題を

考える (1)」)

建設省官僚の「官僚無謬性論」や責任回避

の性癖が改まったとは思わない。建設官僚

は、自治体が平身低頭して陳情するから「作

ってやる」のだと思っている。 「今でも計画

は正しい」と主張するのがなかなか困難にな

りつつあるとき、 「地元の雑音」を押しのけ

てまでわざわざ「作ってやる」ことはない。

建設省にとってもメリットを失いつつある事

業については、 「計画は正しかった」と言い

続けつつも、この先、止めるにせよ強行する

にせよ、責任はすべて「地元」に押しつける

ことにしよう。それが「審議委員会設置」の

核心であるといえる。

これまであまりにも長きにわたって強い中

央支配が行われてきた結果、自治体の長と地

方議会与党は、霞ヶ関の方を向いて思考停止

状態のまま頭を下げているのが一番ラクで

あった。このことの結果は、今、財政破綻と

して、また住民への明らかなサービス悪化と

して（商い、まずい、危険な水を供給するな

ど）現れてきている。

無駄な公共事業を止めるのは、自治体であ

り、住民自治である。

水源連だより No.91999.5.24 

(5)大垣市議選・近藤ゆり子惨敗！
徳山ダムを止める決め手は（そして他多く

の地域の問題を解決するためにも） 「地元」

の政治状況を変えること。この 2, 3年のう

ちに岐阜県でも、 「政治や選挙なんて大嫌

い、無関係」だった市民が、地域の運動を通

じて自ら選挙に関わり出した。 97年2月岐

阜県知事選＝候補者・近藤正尚／得票率 11 

%、 97年4月大垣市議補選＝候補者・近藤

ゆり子／得票率 19%。大垣市議選は前回ま

で、完全に昔ながらのコネ選挙（地縁・血

緑・商店会・農協や消防団、などのつながり

たよってひたすら「頼む、頼む」を繰り返

す）であった。

しかし世の中一般の風向きは少しずつは変

わっている。昨年の参院選などで見られた

「投票行動で何かを変えられる」という意識

が投票率を 2、3％押し上げるのではない

か、そういう層は「新しい選択肢」を求めて

いるのではないか、コネ選挙の隙間をぬって

の「風ねらい、浮動票ねらい」でも 1人位は

当選させられるのではないか・・・。そうい

う読みのもとに、 「従来型」候補とは明らか

に違う形の「新しい選択肢」を示す、という

作戦だった。

しかし結果は以下のように惨敗だった。

大垣市議会議員選挙投票者数＝ 75727

投票率＝ 65. 8 1 %（最低）

近藤ゆり子 落選得票数＝ 773 （得

票率 1%) 3 8名中37位（議員定数32) 

この 773票は、ほとんど選対で固有名詞

で掌握できる固定票。他の候補に浮動票を流

れたという形跡もなく（新人で当選したのは

確実に引退議員の地盤を引き継いだ者だ

け）、浮動票は動かなかったといえる。

選挙前から駅頭やスーバーなどで街頭演説

を繰り返し、リーフレットを 1万以上配布す

るなど、知事選や補選（いきなり立候補）と

は

比べものにならない準備活動を行った。また

「徳山ダムができると、大垣の水が高くてま

ずくて危険なものになる＝大垣のおいしい地

下水源を守る」 「情報を隠す市政、なれあい

の市議会を変え、情報公開と市民参加の大垣

31 



を」と政策を訴えて、毎日、街頭演説を数十

カ所（多い時は 70カ所くらい）して歩い

た。聴衆の反応は非常に良く、 「名前」の浸

透度は新人としては抜群と言っても良かった

と思われる。選挙運動中、他の全陣営が「近

藤陣営を警戒している」と何度も耳にした

が、その「存在感」は他の候補陣営の引き締

めに役立っただけのようだ。結局は、風を起

こす＝大垣市民の新たな投票行動を起こすこ

とができなかった。

私たち自身、かなりの確率で当選すると

思っていた。開票直前、マスコミ 3社が写真

まで用意して「当選記事」の予定稿を書いて

いる中での惨敗だった（その一方、親類、近

所のオジサンなど運動や政策とは関係のない

顔見知りの間では、 「市議選で政策なんて生

意気なことは受け入れられない」 「有力者に

頼んでいないからダメ」と「落選」の評価も

大きかった）。某新聞社の記者は、結果に対

して「大垣はとんでもない田舎だなあ」とい

う感想を述べた。マスコミなどの「都会的」

観点は全く通用しなかったわけで、私たち自

身もまたマスコミと同じ「都会的」な目線で

しか、この地域の現状を捉えていなかったこ

大きかった）。某新聞社の記者は、結果に対

して「大垣はとんでもない田舎だなあ」とい

う感想を述べた。マスコミなどの「都会的」

とを反省している。

何が何でも徳山ダムを作ろうとしている梶

原岐阜県知事と小倉大垣市長は、大喜びとい

うところ。結果的に徳山ダム建設中止に向け

た運動に逆風をもたらしてしまったという面

は否定できない。また当会の事務局体制が危

機に瀕していることも事実である。

同時に、この選挙を通じて、 「初めて問題

を知った、何とかしていかなくては」と言う

方も出てきた。地域での運動の輪を広げるべ

く、今後とも努力していく決意である。

徳山ダム
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水質不足、工業周水亮れず

巨額〇債務が罹った河口堰
長良川河口堰建設訴訟原告団村瀬惣一

（経過と現状）

(I) 「水質補償がない」 「水の消費地に近接しているので送水路建設費、送水経費が僅少

ですむ」 「長良川の水は三川（木曽川、長良川、揖斐川）中もっとも良い」—―—山間ダム
に比べ河ロダムはこんなにメリットがある。伊勢湾臨海工業地帯（名古屋市～四日市）は、

若い工業団地であり、この地域の最大の戦力として、ここへ河ロダムを建設する

これが構想の原点だった。 '96年 1月のことだ。

(2)その後、長良川河口堰計画の告示が、 73年3月。着工には関係3県の同意を要する

ことから 73年7月以降、水資源開発公団は 3県に協議を申し入れ、同年愛知県の、 78年

9月岐阜県の同意を得た。残る三童県は87年4月、工業用水の約 I/2、4mツ秒（但し河口

堰で 2m3、岩屋ダムで2mツ秒）を愛知県が肩代わりすることで同意。 88年7月の起工、 9

4年3月本体完成。 95年建設相は「本格運用」を決定。 98年度から愛知、三重両県へ水

道水の供給を開始した。

(3)愛知県（水道用水の利水権2.86mツ秒＝24.7万mツ日）は、これを知多の 4市5町に、

三重県 (2.84mツ秒＝24.5万mツ日）は、中勢の 2市 7町へ供給する。いずれも 98年度から

市町村水道への給水を開始しているが、導水施設のために両県が行った追加投資は、愛知県

が約320億円、三重県が85億円（但し河口堰～四日市間を北伊勢工業用水のルートに乗せ

れば400憶円でおさまる）両県にとっては痛い支出のはずだ。

だが実は、知多の従来の水源は、犬山頭首エから日最 I5万m3（途中の市町村を含む）馬

飼頭首エから I0万m3。この馬飼を河口堰にきりかえたわけだが、馬飼の水道用水供給能力

は日最 I3 9万m3、実績は 70万吋（知多を含む）程度だから継続使用は可能だった。三重

県中勢の水道用水の水源は雲出川の8.1吋と自己水源の6万m3。県は、将来8.5万吋の新規需要

が発生するというがこれは 1人 1日当たり 600tと設定した過大な見積もり。 3県平均380

t、最大で500e程度だから、日盤2万m3もあれば十分。ならば中勢工業用水の水利権4.5万

吋実績1.5万吋程度だから余剰の 1/2の転用で充足可能なのだ。名古屋市 (2.00mツ秒＝

17.3万mツ日）は導水しない。

いま、その河口堰の水に対し受水市町村の住民から「水がまずい」 「悪臭がする」との苦

情が多発している。

工業用水に至っては全く販売のめどが立っていない。

だから言ったじゃないか

(I)河口堰本体の建設費1500億円のうち626/1000は利水費。水道用分の2/3と工業用水分

の70％は受水側の負担。この分は財政（財政投融資、財源は郵貯と簡保）で調達し、供給開

始とともに受水県は償還を開始する。利子5.33%、23年ローン、債務は元利合計で次の通

愛知県 三重県 名古屋市

水道用水 222億円 220億円 155億円

工業用水 500憶円 355憶円

(2)債務の償還は98年度から開始される。
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両県は、水道用水分については市町村へ用水の供給（押しつけ）をする事で契約水量と、

要すれば単価を改定して一一回収、これを債還財源に充てる。三重県は当初は中勢の 2市 7
町だけを対象とする計画だった模様だが、これを北勢全域にまで広く薄く回収するつもりら

しい。名古屋市は導水施設を作らず、経費だけ負担する。

(3)問題は工業用水だ

販売の見込みのないところから愛知県は水道事業会計に対して 33億 50 0 0万円の貸付

金を、三重県は 20億 80 0 0万円の出資金をそれぞれ98年度の一般会計予算に計上し

た。だが、地方財政法6条は

「公営企業で政令で定めるものについては一ー一災害その他やむを得ない事由（企業解散）

で議会の議決のある場合をのぞきーーー当該企業の経営に伴う収入をもってこれに充てては

ならない」と規定する。

(4)そこで両県では、新たに原告団を編成し、県に対する監査請求を行い、その回答を不

服として名古屋または津地裁に住民訴訟を提出した。訴訟はまず県に対する支出差し止めを

請求し、支出してしまったら県知事と出納長に対する賠債請求に切り替える。それぞれの請

求等の提出月日と原告団等の人数は下記の通り。

監査請求日回答 請求者 訴状提出日 原告

愛知県 98.7.10 98.9.8 35人 98.7.14 34人

三重県 98.11.26 98.1.25 12 99.2.16 10 

岐阜県 99.1.6 99.2.8 43 99.3.1 43 

（注）岐阜県の訴訟は徳山ダムである。どうダムは本体未着工だが岐阜県の工業用水負担額

は 2540億円X0.111（アロケーション） ＝282億円

県はその 30 %=84億円を先払いしたので、これを不法として住民訴訟を提起した。

但し賠償請求金額は時効の関係で34億7000万円とした。

(5) この新しい訴訟は企業として成り立たない過剰投資を行い（または国に対して同意を

与えた）知事の責任を問うことで、公共事業の暴走に歯どめをかけることをネライとするも

の。訴訟の進展によってはダム・ストップの決め手となり得るものと期待する。 （本件訴訟

は前訴の差し止め訴訟に引き続き在間弁護士にお願いを下。）

ヘドロが最大2m、水に悪臭
95年5月以降、ゲート閉鎖することで①汽水域の破壊、②帯水部の湖沼化③水質の悪化特

に環境ホルモン増加のおそれが出ている。以下、長良川監視委員会（研究者グループ）レポ

ートの大要を紹介する。

(1)ゲートの閉鎖により堰（河口から5.4km)地点以下の汽水域は消滅し、下層には海水が

滞留し、上層を淡水が滑って行く、循環流が発生する。底層は酸欠であるから腐敗汚泥が滞

積する。いわゆるヘドロである。ヘドロは音波探査では最大2mに達し、ヤマトシジミ等底

生生物は姿を消した。

(2)堰上流部、 30km地点までは湖沼化し、アオコの発生と酸欠がみられる。特に夏場に著

しく、 95年8月にはDO（溶存酸素）は0.3mg／ね（生物の生存限界）を割り込んだ。

アオコの発生⇒腐敗はメタンガスやアンモニアを発生させ悪臭がする。これが知多と中勢

の水道用水として供給されるわけだ。また、汽水性動物プランクトンは姿を消し、仔アユの

降下にも支障をきたすおそれが大きい。サッキマスもまた漁獲量を減じている。逆にプラッ

クバスやプルーギル（いずれも肉食性の猛魚）やユスリカの増加がみられる。

(3)最も懸念されるべきはアオコなど藍藻類には菌体内にミクロシスチンなどの毒性を

持っていることだ。これは塩素殺菌や加熱では分解しない発ガン物質なのである。また塩素
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処理によってトリハロメタンが発生することが知られているが、すでに利根川河口堰の水は

基準値の上限100μ gitにちか

い価を得ている。

さらに懸念されるのは内分泌攪乱物質（環境ホルモン）だ。某週刊誌のスクープによれば

建設省が98年、全国109の1級河川で調査したところ①ビスフェノールAが34水系の61

箇所で②ノニフェノールが21水系32箇所で、

③アジビン酸ジスエチルヘキシンが41水系61ヶ所で。④フタル酸ジスエイルが30水系86ケ

所で検出され、長良川河口堰はワースト 4に入るという。下水処理水や農業廃水の流入⇒滞

留に起因する。発ガンだけではなく次世代の存在もおびやかすことになるかも知れない。河

口堰の水を水道水源としては使ってはならないのである。
.................................. 

長良川河口堰

1973年事業実施計画告示。長良川河口から5.4k、左岸三重県長島町

右岸桑名市、総延長661m、主ゲート11門魚道2ヶ所（右岸側門、左岸

側階段式水路）、湛水面海抜0.90m~1.3m、湛水域30km地点まで

貯留3000万m3。都市用水供給量は（最大給水撮、単位 mツ秒）

愛知県（尾張西部）

名古屋市

三重県（北勢）

工業用水
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i
月
さ
ら
に
h

i
年
迎
ら
せ

て
二

0
1
0年
と
し
た
。
加
要
見
込

み
も
従
来
の
節
秒
O
・八
式
か
ら
0

・
ニ
メ
ヘ
と
＋
岱
細
に
減
っ
た
。

在
問
弁
談
士
は
「
尖
態
と
し
て
は

由
要
が
な
い
こ
と
を
t
t
l
｛
も
ほ
と
ん
と

認
め
て
い
る
よ
う
な
も
の
た
J
と
指

摘
す
る
。

妥
知
い
〈
の
裕
ソ
密
い
も
こ
う
し
た

点
を
節
ま
え
、
広
域
的
な
利
J
I
J
や
他

川
途
へ
の
変
山
、
氾
水
時
に
お
け
る

記
芯
水
粒
と
し
て
の
柄
川
を
栢
対
す

)

3

よ
う
炉
匂
し
た
。

以
は
エ
忠
川
水
を
水
辿
出
水
に
転

I
I
J
す
る
こ
と
を
検
川
中
だ
が
、
水
辿

J
l
l
水
口
体
、
さ
ほ
と
ひ
っ
辿
は
し
て

い
な
い。
こ
の
た
め
、
企
菜
会
＂
~
が

一
般
会
計
か
ら
令
利
つ
き
で
侶
り
る

絲
み
恣
返
せ
る
め
と
が
つ
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
企
菜
会
計
の
「
侶

金
」
が
膨
ら
み
統
け
、
返
済
不
能
に

邸
っ
た
探
に
似
民
に
と
う
説
明
す
る

の
か
。
裁
判
で
は
こ
の
点
も
問
わ
れ

そ
う
だ
。

財
政
面
で
是
非
問
う
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横尾川ダム見直すのは今

一不合理なダム計画を白紙に戻し、ふるさとの森や川、私たちのくらしを守ろう

損尾川ダムの見直しを求める連絡会

1. 損尾川ダム計画の概要
大津川水系楢厖川は、その源を和泉山脈につながる楢尾山（標高599.8m)に発し、流れの途中で本流

の父鬼川、東揖尾川と合流しながら流下し、泉大津市板原地先で牛滝川と合流し、大津川に名を変えて
大阪湾へと流れ込む 2級河川である。

楢尾川ダムは、和泉市の南部地域、横山地区から西国四番の札所として有名な楢尾山施福寺へと紐＜
損尾川上流部（通称：損尾山川，）の緑翌かな谷間に 10 0年に一度の洪水対策のための治水ダムとして
大阪府が計画しているものである．
・ダムの型式は重力式コンクリートダム、自然流下型調整方式で、総貯水容景 13 0万トン、ダムの高
さは 45 m (10階建てのビル程度）、ダムとしては小規模なものである:.

2. ダムの問題点
関西空港関連整備事菜に位置づけされていることを見るまでもなく、過去に深刻な水客被害のない河

川に突如でてきたダム計画であり、最初にダムありきで、ダムガ必要であるという合理性が全くはい．
そして、ダム建設により、損尾山施福寺へと続く巡礼路の一部が水没し、国定公園に隣接した近郊縁

1地保全地域に残る貴重な自然が大きく破壊されることとなる．
:........................................................................................................................................................ ; 

損尾川ダム計画の問躇点（河川水理学上の技術的な問躍点）
(1) 楢尾川流域の特徴と水害の実態に合わない治水計画とダム計画であること

① ダム予定地の流域面積が小さく、その洪水調整機能は極めて小さいこと
② 過去の水害は、小規模なものが分散して発生しているのが実態であり、大規模な河川改修や

ダム建設によることなく、水害の場所ことのきめ細かい対策（井堰によるせき上げ対策等）
により水害を防ぐことができること

(2) 他の河川で普通に行われている計画に比ぺても非常に粗雑な計画であること
① 計画降雨塁に関する問題
・基本高水流置の決定に際し｀計画降雨塁の基礎テータとして昭和27年から49年までのテータし
か使われておらず、昭和50年から平成 7年までの降雨塁の少ないテータを用いていないことに
より意図的に基本高水流塁を大きく算出していると考えられること

．累加雨塁が 100mmを超えると、それ以後の降雨は 100％流出するという設定により｀基本高水
を過大に見積もっていること

② 基本高水の決定に関する問題
・過去の実絡降雨の中から適切な降雨バターンを選んで、基本高水を決定すべきところ、基本高
水のピーク流塁を殴大にするような人工的な降雨バターンを利用していること（大阪府以外で
は、こんなモデルは使うことは無く｀極めて粗雑な計画といえる）

・板原基準点における基本高水のピーワ流量は、モテル降雨による計算ピーク流量では 710ト)/
秒であるが、これを 750卜）／秒に引き上げている．基準点における計画高水流塁 700卜‘）／秒と
の差は本来10トン／秒であり、ダムによる50トンのピーク流塁カットは、治水計画で扱う数の誤 ． 
差の内に入ってしまう数字である．板原基準点で、 700卜） ／秒の河川改修が既に実施されおり、 1
ダムによる治水の必要性は全くないといえる．

③ ダムによる洪水調節塁に閲する問題
・過去の洪水時のダム地点での計算ビーワ流霊は55卜）／秒であり、ビーワ流置85り／秒の内、そ
の88％に当たる75ド）／秒をカットするという計画には現実性がない

! (3) ダムを建設しなくても、ダムより安全な治水対策が考えられること
： ・ダムの有効性が極めて小さいうえに、洪水時のダムの安全性に問題ガあること

・流域には、何箇所かの遊水池の候補地があり、ダム以外のより安全な治水対策を選択すること

ガ十分可能であること
~........................................................................................................................................................ : 

各a1itii対象洪水に対する肝折9.'i果（大阪府による）
柑尾川のln5応＊泣鼠配分1%1(m'紅 c) (「水文四在委託Jによる）．

J I~対鼠~*
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3. 「棋尾川ダムの見直しを求める連絡会」の取 り組み

私たちは、揖尾山の自然と文化を破I哀し、地i或住民に大きは危険を押しつけるダし建設の見直しを求
めて、 1995年より活動を続けている．

これまでに、ダム見直しに向けての啓名活動や、大阪府、和泉市への要望行動、ダムに関する情報公
開はどに取り組むとともに、ダム予定地での自然観察会や生物調査、ダム問題を考えるシンポジウムは

どを行ってきた．
1998年には、世界自然保護基金日本委員会からの活動助成を利用した地元横山地区の住民へのアンケ

ート調査を実施した．この結果、地元でもダム計画の内容や、地元の町会連合会からダム推進の要望啓

ガ市へ出されている事実についても知らはい人がほとんどであること、多くの方が、ダム計画について
疑問を抱いていることが分かった；．

私たちのダム見直しを求める活動の広ガりに対応するように、昨年末より、和泉市は広報を通じて、
「安全なまち、安心は毬らしに役立つ」として、ダI..l計画の推進を大々的にアピールし始めた。

ダムによる治水対策をとらなければ、大きは被害がでるというふうに、 住民に脅しをかけはガら、ダし
平菜を正当化しようとしている市や府の姿勢は容認できないものである．会では、広報でのダムに関弓
る記布の内容についても、その問姪点等を明らかにするため、公開質問を行ったり、記事の内容の誤り
を広く市民に訴えていく予定である。

4.ダム見直しに向けての謀穎

本年最大の課題は、投尾川ダム計画が再評価の対象とはる大阪府の建設事菜再評価委貝会への拗きか
けである．昨年度に発足した同委貝会は、残念なガら不業再評価という点において十分懐能していると

は言いがたく、再評価によって、中止とはった平業はほとんどはく、かえって事菜のお思付きを与えた
だけのものとはっている。公共市菜のあり方が大きく問われている今、市民の声や科学的な批判を無視
した苓業の推進は許されるぺきではない．

私たちは、このダム計画が建設平菜として、 いかに不合理はものであるかを、再評価委員会はもとよ
り、あらゆる懐会を利用し、できるかぎり多くの府民、市民に知ってもらう必要ガあると考えている．
全国で叢悪の財政危隈にある大阪府が、 不要不急のダム計画を進める余裕などはいはずである。

再評価委員会において、科学的はテータをもとに、互に公平な謙論ガ行われれば、必ずこのダム計画は
止まるものと考えている．

どうか、皆様のお力添えをよろしくお卯いします．

一この場所に本当にダムが必要か？

ジnn.r....、.
91ア＜

1 •い、 19.,

ダム計画を中止し、美しい森と

川を子ともたちに手わたそう

■「I輝川ダムの見直しを求める述格会」は、 lv1尾Illの自

然と文化を破l共し地）左住民に大きな危険を押しつけるダム

辻設の見直しを求めて取り ;llんでいま す。

あなたし速笛会に入会しませんか。切手1000円分を下記

までお送り下さい。カンパ等のご文はもお顧いします。
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自然の宝庫、横尾山

残したいこの自然

損尾川ダムの予定地は ．雹峰「ln尾山」（金剛生駒紀

泉国定公園）につながる名桑豊かな谷間です。

特に近親版レッドデータプック記硯のサツマイナ

モリをはじめアケポノシュスランなどの府下でも稀な

植物が数多く自生し、その他にも季OO毎にいろんな草

花が見られます。動物では、タヌキやテン．ムササピ．

リス．ノウサギなど、また、四季を通じてたくさんの

野烏が見られ、特に夏にはオオルリの美しいさえずり

が谷間に密きます。

ダムができれば完全に沈んでしまう美しいせせらぎ

には．カジカガエルやサワガニ．ムカシトンポ．カワ

トンポなどがくらし．また府下では非常に少ないプチ

サンショウウオの生息も確認されています。

不合埋で全く怠味のないダ 7"'!"""1'' •―`マ..,～マ
ム建設のために．かけがえの コ蟻~:•，..-:9”
Iぶ‘い自然が蝶壊され、そこに

：雷言塁‘::孟;.7乏て：悶
す。 ；：ふ；Y S .. • . *,t..9̀‘‘ 

....カジカガエル

• 四 IIダムの見直しを求める運絡会

盟霊二悶霜言：：a芯ぶ。;Id.!.!.!~星喜遠
卯便振臼：00980-1-80750
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大阪市内 ・ 1998年（平成10年）10月28日 （水曜日）

② 毎 日 新 聞 ⑤ （第3種慰便1況giiJ)

地元町会が推進要望の槙尾川ダム

和泉の市民団体が住民にアンケート

府
が
和
哀
市
束
部
の
肛
尼
山

0
ふ
も
，と

に
吐
即
し
て
い
る
肛
屋

川
ダ
ム
に
つ
い
て
、
巾
民
団
体
「
糾
尾
川
ダ
ム
の
見
四
し
を
求
め

る
迪
絡
会
」
（
小
林
畠
子
代
表
）
が
、
地
元
の
全
也
叩
l
5
0
0

戸
を
対
象
に
計
画
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
杏
を
始
め
た
。
柏

尼
川
は
府
が
管
理
す
る
2
級
河
川
で
、
建
設
予
定
地
に
は
せ
せ
ら

ぎ
程
度
の
水
呈
し
か
な
く
、
追
絡
会
側
は
「
巨
額
な
税
金
で
行
わ

れ
る
不
必
要
な
公
共
事
業
の
典
型
。
回
答
は
計
画
の
是
非
を
明
ら

か
に
す
る
材
料
に
し
た
い
」
と
し
て
い
る
。

【山
田
泰
花
】

地
元
で
も
「要
望
知
ら
ぬ
」人
も

似
厖
川
ダ
ム
は
、
府
が
降
雨

吋
の
洪
水
防
止
を
目
的
に
計

訓
。
予
定
地
は
同
市
屈
尾
山
町

の
拍
尾
川
g
上
流
部
で
、
捉
謡

は
45討
。
建
設
費
は
約
1
0
0

低
円
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

1

9
9
1年
か
ら
設
計
濶
賓
を
聞

始
、
こ
れ
ま
で
に
岩
盤
の
ボ
ー

リ
ン
グ
閻
行
な
ど
を
行
っ
た
。

ァ
ン
ケ
ー
ト
の
対
集
は
、
躯

尾
山
、
坪
井
、
仏
並
、
綿
瀬
な

ど
横
山
地
区
の
13町
。
用
紙
は

安威川ダム

鱈
翫
知
事
へ

1
ガ
躙
人
分

先
月
中
旬
に
発
送
を
終
え
た
。
＇

無
記
名
で
郵
送
し
て
も
ら
い
、

今
月
末
に
第
三
者
立
ち
会
い
の

も
と
で
開
封
作
業
を
行
う
。

設
問
は
「
府
や
市
か
ら
事
業

の
説
明
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

か
」
「
各
町
会
が
建
設
推
辿
の

要
望
西
を
出
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
か
」
な
ど
6
瑣
自
゜

治
水
対
策
や
並
行
し
て
行
わ
れ

る
道
路
の
付
け
智
え
針
血
に
つ

い
て
も
、
忠
見
を
聞
く
。

同
ダ
ム
を
め
ぐ
っ
て
は
、
地

元
町
会
の
推
進
要
望
を
受
け

て、

市
議
会
が
建
設
推
辿
の
意

見
田
を
可
決
。
し
か
し
、
地
元

40 4
 

ク一5
 

で
は
町
会
か
ら
要
望
が
出
さ
れ

99，
 

て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
も

1

，
 

z
 

お
り
、
「
地
元
に
対
す
る
府
、

0

市
の
説
明
は
不
十
分
」
「
府
の

りだ

財
政
状
況
が
瑯
化
し
て
い
る
よ

中
、
真
っ
先
に
見
直
す
べ
き
事

連源

農
」
と
い
う
批
判
も
出
て
い

水

る。

府
が
茨
木
市
で
紐
設
を
辿
め
木
北
部
丘
陵
地
城
の
自
然
を
守
会
に
署
名
期
の
写
し
を
捉
出
し

て
い
る
安
威
川
ダ
ム
に
反
対
す
る
市
民
会
隈
」
（
井
関
和
彦
代
た
。
茨
木
市
辰
に
も
写
し
を
捉

る
住
民
団
体
が
27日
、
事
業
沈
表
）
の
2
団
体
が
、

5
月
か
ら
出
す
る
方
針
。

結
を
求
め
る
1
万
3
5
0
0人
茨
木
市
内
を
中
心
に
窓
名
を
集
同
委
口
会
は
安
威
川
ダ
ム
建

分
の
署
名
を
横
山
ノ
ッ
ク
（
山
め
た
。
治
水
•

利
水
を目
的
に
設
な
ど
3
4事
菜
を
児
直
し
の
密

田
刃
）
知
事
あ
て
に
捉
出
し
た
。
し
た
安
威
川
ダ
ム
は
不
安
と
譲
対
象
に
し
、
年
内
を
め
ど
に

府
は
建
設
平
業
の
中
止
も
視
野
し
、
事
染
の
味
結
を
求
め
て
い
知
事
に
対
す
る

「
政
見
」
を
ま

に

検

村

す

る

「

建

設

事

業

円

評

る

。

と

め

る

予

定

だ

。

価
委
旦
会
」
（
委
口
良
、
村
松

建
設
省
が
公
共
事
業
の
兒
直
同
ダ
ム
は
淀
川
水
系
の
安
威

岐
夫

・
京
大
大
学
院
教
授
）
を
し
を
辿
め
て
い
る
ほ
か
、
府
も
川
上
流
に
建
設
予
定
。

2
0
0

設
四
し
、
同
ダ
ム
も
密
議
対
象
財
政
雖
に
閂
固
し
て
い
る
こ
と

0
年
以
降
の
完
成
を
目
指
し
、

に

し

て

い

る

。

か

ら

、

両

団

体

は

「紐
設
叩
染
ー
9
88
年
に
建
設
的
手
し
た

建
設
の
足
非
が
問
わ
れ
て
い
る
ダ
ム
の
建
設
予
定
地

「安
威
川
ダ
ム
反
対
市
民
の
内
評
価
委
口
会
に
中
止
決
定
し
が
、

T
事
は
ほ
と
ん
ど
辿
ん
で

J
b
泉
市
祖
尾
山
町
で
本
社
ヘ
リ
か
ら

会
」
（
江
箆
洋
一
代
表
）
と
「
茨

て
ほ
し
い
」
と
し
て
、
同
委
は
い
な
い
。

【庭

田

学
】
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最近の苫田ダムの主蓉な動きについて
ストップ・ザ苫田ダムの会矢山有作

(1}苫田ダム本体工事の着工が決まる。

98年7月に着工された苫田ダム本体工事

着工のための吉井川本流を迂回させる仮排水

工事が完了し、今年4月20日転流式が行わ

れた。ダム本体工事の起工式は 6月16日に

行われる。すでに、ダムサイトを通る国道1
79号は通行止めになっている。

ダム本体工事の契約は、今年3月2日にさ

れた。

工期 9 9年3月3日

~2002年3月31日

工事金額 945,000万円

（消費税45,000万円込み）

保証金 免除

契約者 佐藤工業、鴻池組、アイザワ工業

かねて、 98年度末にダム本体工事が発注

されると聞いたので、 3月1日付けで、関谷

建設大臣に、抗議と要請の文害を送った。要

旨は、ダム建設を容認しない水没地権者が水

没地内に居住しており、水没地内の土地所有

者も1,000名を超える多数にのぽっているな

かで、ダム本体工事に着工する事は、ダムの

ためには、人の生命、財産を犠牲にしてもか

まわぬという暴挙であり、人道上も断じて許

されるものではない。かかる暴挙の中止を求

めるとともに、これに対する大臣の所見を求

め、また苫田ダム建設阻止期成同盟会員を含

む現地住民、関係者の意見を聞く場を設ける

ことの要望をしたが、回答がないため、さら

に4月13日付けで回答を求める文害を送っ

た。しかし、いまだに音沙汰がない。

従って、公共事業をチェックする議員の会

の協力で、中央交渉の出来るよう水源連事務

局に依頼中である。

尚、本体工事着工差し止めの仮処分、さら

に本訴提起につき関係団体と協議し、実現さ

せたいと考えている。

(2}9 8年の台風10号に対する対応

台風は、 10月17日から 18日にかけて

4~5時間の間に激しい雨を降らせ、 45年
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の枕崎台風以来の大規模な災害を吉井川流域

に引き起こした。

被災住民の中から、降雨、洪水流量の状況

から、吉井川水系のダムのいっせい放流が大

災害の原因だとの声があがった。私たちも同

様の考え方をもったので、建設省、岡山県、

中国電力会社に、当時の降雨量、洪水流量、

ダム操作についての資料を求め、嶋津先生の

ご協力を得て、目下係争中の苫田ダム訴訟に

「ダムと水害」のかかわりを示すため活用し

ている。

尚、 98年 12月22日付けで、...台風1

0号による大災害は、吉井川水系のダム放流

と苫田ダムに籍口した、吉井川中上流の河川

改修の大幅な遅れが原因であろ。苫田ダムが

あったら、災害はもっと大きなものになった

だろう”という被災住民の声を紹介しつつ

「苫田ダム予算計上取りやめの要請」を大

蔵、建設両大臣と石井岡山県知事宛に提出し

た。いずれも梨の礫である。

(3)監査請求

苫田ダムにより確保される生活用水40万m3

／日のうち、 12.3万ms/日余は、岡山県広域水

道企業団発足の 85年当時から引き受け先が

無く、やむなく、県は今日まで調整水量とし

て保有し、これに対する金額を出資金、貸付

金の名目で企業団に支出しているが、県の水

需給の将来展望からも、今後も調整水醤の引

き受け先がなく、支出金が回収される見込み

はない。企業団は地方公営企業であり、独立

採算制である。従って、かかる支出は地方財

政法上違法な支出であるとして請求人118人

で監査請求をおこなった。

3月24日意見陳述を行ったが4月26日

付けで棄却の通知があった。目下弁護士と相

談し、本訴提起を準備している。

(4)中国電力興津第 2発電所計画

ダム建設に伴い、中国電力は水没する久田

発電所とダム上流の羽出発電所を統合した、

興津第2発電所を建設するとしているので、
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この建設計画について、 4月28日に中国電

力会社からの説明を聞き環境影響調査の開

示、発電取水と河川流量に関する資料などの

提出を求めている。

(5)苫田ダム地質問題シンポジウム

「苫田ダムの地質は安全か」題して、 5月

2 2日13時30分から津山市において第4

回目の苫田ダムシンポジウムを開催する。

バネラーは、ダムと水を考えるシンポジウ

ム実行委員会側は生越忠先生、中国地建側は

中国地建河川計画課長左近裕之さん、苫田ダ

ム工事事務所長五十嵐宗博さんである。

苫田ダムは残存水没地権者 1世帯のみとな

り、ダム関連工事は急ピッチで進み、ダム本

体工事もすでに発注済みで、来る 6月 16日

には起工式も行われるという状況で、もう苫

田ダムは止まらないというのが大方の見方の

ようであるが、苫田ダムが不必要であり、か

つ危険なダムであることにはかわりはなく、

私たちは「苫田ダム阻止」の旗の下に戦い続

ける決意を固めてるので、絶大なご支援をお

願い致します。

—~. - - - --- -―-~ 
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窃宏：． 呂 榮斤‘ 児 1999年（平成1'1年）4月268 月曜8

i圭謬罪霞衝直糧窟鵬ー
！徳島市議選

冠
伍
素
人
の
戦
い
実
を
結
ぶ

打
槻
徳
島
市
填
会
に
交
き
つ
け
た
密
判
は
．
改
か
の
二
文
字
ー
・
古
野
川
第
十
環
（
ぜ
き
）
の
可
動
駁
化
計
両
を
め
ぐ
る
住
民
段
E

爵
の
足
非
が
厄
大
の
が
点
丘
3

っ
た
同
市
111遺

二
十
五
日
の
開
累
で
、
条
例
制
定
を
求
め
て
い
る
出
料
迎
欺
～
閲
立
し
た
f
J
r
人
餃
訓
―
―一
人

が
当
遺
し
た
ほ
か
、
条
例
問
四
に
加
え
て
昨
年
院
発
し
た
市
役
所
の
不
祥
事
を
取
り
上
げ
て
市
政
刷
断
を
訴
え
た
共
耶
立
の
五
人
全
貝
が
盛

渭
一
方
、
条
四
迅
”
裔
似
芦
協
い
出
し
た
現
g
が
店
辺
し
、
明
暗
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け
た
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ま
た
、
同
旧
会
で
は
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め
て
五
人
の
女
惟

m只
が
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す

る
な
と
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新
し
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瓜
も
吹
い
た
．

「署
名
否
決
ヘ
怒
り
結
晶
」

女
性
議
員
最
多
の

5
人

「
よ
う
や
っ
た
。
市
政
の
塙
祉
会
郎
前
で
沼
び
の
第
一
声
。

た

で
大
き
な
活
四
を
」
。
二
士
ハ
「
応
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し
て
い
た
だ
い
た
み
な
束
杢
デ
臼
、
女
惟
俗
畑
の

新
人
五
人
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立
し
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市

m
か
り
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び
を
体
全
体
で
衷
現
市
民
ネ
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ト
の
阪
束
孝
明
代
成
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が
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数
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た
。
こ
遺
し
た
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上
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ん
や
金
丸
さ
ん

8
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分
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す
」
。
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か
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沼
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。
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．
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司
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U9 
勺 ヽ...

支”書とともに当這を●
ふ凍条m子さん＝26曰午

前巧0打25分、胃労償り打礼止

会 m
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楽
糾
紐
桝
促

か
。
ち
ょ
っ
と
状
況
が
変
わ
っ

床
さ
れ
れ
ば
反
対
す
る
つ
も
り

た
だ
け
で
方
向
を
変
え
る
市
此
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
「
私
だ
っ

に
は
つ
い
て
い
け
な
い
」
。
痣
て
立
出
を
鮮
叫
に
し
て
選
学
を

珈
克
答
の
堡
茎
甜
油
は
＞
戦
っ
て
当
辺
し
た
。
市
此
は
自

｛
旅
悶
で
昼
食
中
、
テ
レ
ビ
ら
の
店
ぼ
を
直
き
、
民
邸
は
次

ニ
ュ
ー
ス
で
発
b
t
を
知
り
、
田
の
市
此
選
で
問
う
ぺ
き
で
は
な

を
荒
ら
げ
た
。
i
ハ
拭
止邸
3
誼
会
い
が
」
と
ふ
ん
ま
ん
や
る
方
な

建設促進
期成同盟会

住
民
投
票
へ
結
束
翡
鱈
籠
鱈

住
民
投
票
賛
成
市
議
は
歓
迎

加
盟
首
長
ら
戸
惑
い

「
旧
岡
碓
進
の
旗
販
り
役
は
劣
え
直
し
た
い
j
。
こ
れ
ま

9
贔

で
市
野
川
蒻
堪
出
画
を
推
進
す
る
立
出
た
っ
た
小
池
j
E
切

蕊
晶
市
虻
が
、
可
動
堪
推
進
団
体
「
第
十
塙
i
l
l
股
促
進
期

成
闘
＾
;
l
J
の
会
止
を
岱
任
す
る
浴
阿
を
位
っ
て
い
る
こ
と

を
農
に
し
た
十
一
日
の
発
t
は
、
県
内
の
関
係
れ
に
波

紋
を
広
げ
た
。

m両
の
足
翡
嬰
住
民
段
巖
例
委
J
揺

枇
楽
す
る
方
針
を
囚
め
て
い
る
市
議
ら
は

「
市
比
も
つ
い

に
民
店
に
背
を

1
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
J
と
欧
迎
し
た
が
、

佳
役
染
に
反
対
す
る
市
議
や
、
期
成
団
盟
会
に
加
盟
す
る

吉
野
川
流
域
の
首
位
ら
は
戸
惑
い
を
悶
せ
な
か
っ
た
。

い
様
子
で
話
し
た
。

保
守
系
殷
大
会
派
「

nu政

色
の
岡
孝
沿
漿
此
も
戸
澤

い
を
閲
せ
な
い
毬
チ
。

「市
此

に
会
っ
て
真
立
を
確
か
め
た

い
。
几
比
即
g
が
条
例
に
つ
い
て

は
、
市
此
の
立
四
に
か
か
わ
ら

ず
議
会
人
と
し
て
限
店
を
示

す
j
と
叩
っ
た。

一
方
、
こ
の
日
、
佳
氏
投
閑

翡
役
梨
を
求
め
る
市
民
団

体
に
皿
立
さ
れ
て
紐
ゆ
市
詔
選

で
当
造
し
た
市
岱
―一
人
と
無
由

瓜
議
は
二
人
が
新
会
派
「
市
民

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
j
を
結
成
し
た

十
一
曰
、
五
人
の
市
訊
ら
は

「

住

民

役

易

梢

Inl,
-J

訊
会
蒻
を
炉
＂
血
土
る
枯
紺
か

で
き
た
j
と
改
め
て
”
い
＾
い
っ

C
o
 

f
 ま

た
、
住
民
段
煤
に
ぼ
成
し

て
い
る
民
主
・
辿
合
系
の
市
泌

五
人
も
新
会
派
「
新
政
合
を

結
成
。
市
よ
谷
の
会
派
は
ほ
ぼ

出
そ
ろ
い
、
条
例
楽
が
講

U

提
床
さ
れ
る
兄
通
し
の
六

H

定
例
議
会
へ
向
け
、
各
会
派

の
「
駆
け
引
き
」
が
始
ま
っ

C
o
 

ー
新
会
派
「
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
j
に
名
を
辿
ね
た
の
は
、
市

を
求
め
る
ぃ
巾
民
団
体
に
擁
立
さ

れ
て
当
迫
し
た
l
f
i
"
ら
と
新
会

派
「
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を

殻
し
た
久
次
米
閥
会
此
は

「
と
う
と
う
市
此
は
民
忠
を
認

め
さ
る
を
え
な
く
な
っ
た
よ
う

だ
」
。
住
民
投
既
に
砂
成
す
る

怠
向
を
示
し
て
い
る
北
即
党
市

詣
の
中
野
一
雄
団
此
は
「
知

事
と
同
じ
よ
う
に
行
皿
し
て
い

た
ら
、
「
命
J
が
位
な
い
と
忍

っ
た
の
で
は
」
と
欧
迎
ム
ー
ド

だ
っ
た
。

盟
者
の
記
で
は
、
小
池
市

此
は
、
四
月
二
十
五
日
の
市
脳

退
（
定
数
四
0

)

で
住
氏
役
燐

控

器

が

二

十

二

靱

を

欝

し
て
以
後
、
総
り
返
し
市
即
平

2
団
体
の
松
袖
J
し
て
到
迫
し

た
村
上
稔
、
金
丸
浅
チ
、
大
谷

悶

の

謡

足

、

闘

器

に
位
成
す
る
久
次
米
尚
武
、
本

世

の

無

所

屈

日

。

会

艮

届

久

米

凶

が

就

き

、

六

厄

嶺

会

で

眉

蛸

る

磁
の
条
例
菜
可
決
に
全
力

を
粍
ぐ
。

一
カ
、
こ
の
日
、
辿
合
の
拙

団
を
受
け
て
蜀
選
し
た
油
凶
六

人
（
う
ち
四
人
は

2
由
公
認
か

拙
四
）
の
う
ち
、
住
民
投
閑
に

佼
成
す
る
H
人
は
新
｛
菰
「
新

政
会
」
を
帖
成
し
た
。
も
う
一

人
は
、
会
派
人
事
の
迎
れ
な
と

会
派
結
成
届
を
出
す
新
会
派

「
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
5
.

人
11徳
島
市
役
所
版
会
出
籾
屈

で

名
ら
と
叫
仙
収
叶
而
も
J
う
阿

き
合
う
ぺ
き
か
相
談
を
頂
ね
て

い
た
と
い
う
。
そ
の
粘
果
に
つ

い
て
、
関
係
名
は
「
述
収
少
9
の

霰
委
い
会
な
と
で
と
っ
た
罪

迪
ス
タ
ン
ス
は
変
え
な
い
も
の

の
、
市
民
の
問
に
佳
氏
役
．
ヘ

の
関
心
が
邸
ま
っ
て
い
る
の
を

mく
み
て
自
ら
の
立
出
を
鮮
叫

に
し
な
い
姿
店
を
固
め
た
よ
う

だ。

E
菌
も
そ
の
姿
勢
を
反
映

し
た
も
の
で
、
今
毯
士
心
さ
れ

•9 
..
 

る
市
誼
会
の
醤
に
も
距
離
を

雙
方
嬰
」
と
し
て
い
る
。

一
方
、
期
成
同
盟
会
に
加
盟

す
る
流
坂
七
市
町
の
首
及
ら

も
、
突
然
の
発
口
に
漑
い
た
と

い
う
。
関
谷
勝
劇
・
建
叩
5
mの

発
口
に
抗
ふ
し
、
述
股
竹
砧
ぃ
~

工
巾
が
粉
所
に
巾
し
入
れ
を
し

た
坂
束
忠
iY
・
右
升
町
及
ば

「
J
O
J
成
闘
会
に
か
か
わ
る
こ

と
は
同
盟
会
の
総
会
で
協
磁
す

る
必
要
が
あ
る
。
一
人
の
構
成

只
の
店
阿
で
決
め
る
べ
き
話
で

ま

‘

j
6

9
t
'
 

含

・9-
F、
約
十
万
人
の
松

名
を
染
め
て
、
球
凶
市
に
住
民

醤

の

憐

制

出

を

求

め

た

「
第
十
屎
闘
醤
の
会
j
の

欝
雅
爵
凶
胆
話
人
は
「
朽

名
の
数
や
選
挙
結
果
を
受
け
て

市
民
が
田
回
に
つ
い
て
改
め
て

判
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
叫

白
に
な
り
、
こ
の
口
の
発
臣
3

な
っ
た
の
で
は
」
と
貼
し
た
。

で
こ
の
且
絣
出
せ
な
か
っ
f
e
＿
だ
。

「
加
友
会
」
に
加
わ
る
予
定
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吉野川可動堰

邸
品
県
•
吉
野
川
下
流
に
建

設
省
が
計
画
す
る
可
動
堰
が
つ

く
ら
れ
た
船
合
、
自
然
哀
炭
や

社
会
が
受
け
る
俵
担
の
大
き
さ

は
約
七
千
五
百
八
十
二
倣
円
に

の
ぽ
り
、
固
窟
澤
建
設
と
堤
防

袖
強
を
併
用
す
る
方
が
約
九
百

二
十
八
低
円
少
な
く
て
済
む
、

と
す
る
研
究
結
果
を
、
庶
旧
盟

明

・
神
戸
大
経
新
学
部
教
授
と

栗
山
浩
一
・
早
稲
田
大
政
活
経

済
学
部
謁
師
ら
が
十
八
日
、
恕

肋
県
庁
で
発
表
し
た
。
現
在
の

第
十
堰
を
撤
去
し
て
可
励
堰
を

建
設
す
る
の
が
棗
良
と
す
る
同

省

の

主

張

に
1社
を
唱
え
る
結
果

と
な
っ
た
。

可
動
堰
や
代
替
案
の
社
会
仇

担

の

芥

出

に

は

、

経

毀

や

効

果
、
弊
害
な
と
を
代
替
案
と
比

咬
す
る
「
コ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
分

一

析
」
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ

一

C
o

,

-

f
 三

月

末
か

ら

四

月

上

旬

に
吉

野
川
下
流
域
住
民
や
全
国
か
ら

号

十

五

百

人

を

無

作

為

に

選

i

最
良
と
は
い
え
ぬ
」

「
社
会
負
担
閾
偉
円

可動堰巡り

研究者発表

建
設
相
、
発
言
後
退

を
避
け
た
が
、

「

私

は

可

動

堰

ば

、
住
民
投
菜
を
し
て
も
推
進

は

必

嬰

と

考

え

て

お

り

、

地

派

が

過

半

数

を

取

る

こ

と

が

で

元

の

方

々

が

瑯

解

し

て

頂

け

れ

き

る

」

と

唆

調

し

た

。

冒
霧
霞

民
投
粟
の
実
現
に
笠
同
す
る
市

議
に
会
派
結
成
を
呼
び
か
け
て

、
こ
。
,
f
 

記
翫
辺
市
民
団
体
擁
立
市
議
ら

住
民
投
票
派
が
新
会
派
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ぴ
、
迎
吸
省
が
主
張
す
る
洪
水

の
可
能
性
や
、
市
民
団
体
の
應

念
を
説
叩
し
た
う
え
で
、
「
自

然
環
坑
へ
の
影
料
を
防
ぐ
代
替

案
の
翌
用
を
と
こ
ま
で
伍
担
す

る

つ

も

り

が

あ

る

か

」

を

筑

問

。

有

効

回

笞

者

千
二

百

七

十

九
人
の
「
支
払
い
怠
忍
額
」
に

流
域
と
全
国
の
出
叩
数
を
か
け

て
自
然
衷
数
の
価
値
を
約
二
千

六

百

四

十

八

低

円

と

ね

出

し

た
。

喜

‘

塁

履

‘

固

版

建

竪

罰

醤

が

六

千

六

一

薗

竪

堀

防

補

強

な

と

の

ー

百

五

十

四

欝

庭

っ

た

。

惹

巖

授

は

「

開

蟹

か

鷹

て

層

署

醤

の

一

方
法
で
は
な
い
。
一
方
で
固
定

靡

股

条

蒻

袖

強

菜

が

塁

一

し

い

と

も
四

え

ず

、

も
っ
と
議

論

が

必

要

だ

」

と

話

し

て

い

る
。

代
替
架
を
示
し
、
何
を
と
の
く

ら
い
沼
む
か
を
喪
固
。
建
設
省

が

示

す

デ
ー
タ
を
加
味
し
て
各

案
へ
の
評
価
を
金
額
化
し
た
。

そ
の
結
果
、
衷
g
や
社
会
に

与
え
る
俵
担
額
は
、
可
励
塙
が

約
七
千
五
百
八
十
二
倣
円
。
代

墓

の

う

ち

、

固

定

堰

建

設

が

一

約
八
千
五
百
二
十
低
円
、
固
定

六お半民 Itijツの一れを＾争画 角RB 99：ワl？刊

塁り、緊醤羅占贋目冨＄晏毘怠罷徳島市議会
例市二に会 1人無選る胆fょ非省
市民十筑はクで 19rし市〇っをの
議ネ一成速一新屈た民ッた問吉

会ツ面す学を会の市団で う野

で卜席るの結訳叫議体‘毎住川

見厚言月開庖面ピ更品見器塁着
投 ク め が ‘ た民人が立投障邸 t 
閑長はて過住°ネと十さ票造が町

条
例
案
を
議
只
捉
案
し
て
可
決

を
目
指
す
方
針
だ
。

新
会
派
を
結
成
し
た
の
は
、

「
第
十
堰
住
民
投
漿
の
会
」
を

母
体
と
す
る
「
住
民
投
栗
を
実

現
す
る
市
民
ネ
ッ
ト
ワ

rク
」

が
擁
立
し
た
村
上
稔
市
議
(
-
-
h
-)

ら
と
住
民
投
票
に
毀
成
す
る
無

所
屈
市
議
ら
。
地
方
自
活
法
で

は
、
住
民
投
粟
条
例
案
を
議
只

提

案

す

る

に

は
、
定

数

の

八

分

の
一
以
上
が
必
要
。
徳
島
市
議

会

の

忠

合

は

五

人

と

な

る

た

め
、
市
民
団
体
の
三
人
は
、
・
住

'

、

↓

↑
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川辺川ダムの関連
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きれいな水を流すために川辺川の水質は悪化し

ないという政府の回答は、すなわち、地元五木村

に濁水だけがたまるということに他なりません。ま

たこの工事完了後、両装骰が機能するということ

は、漁協への補償もダムの工事期間だけに限ら

れるということを明確にした回答でもありました。

このことについて、川辺川ダムに反対する関係団

体から、球磨川漁協、 五木村、マスコミなどに回

水質日木一祝賀会で太鼓を披打する地元のこども達 笞杯の真意を報告する予定になっています。今後も

［イベント】

昨年同様、今年もゴールデンウイークの5月2日、

熊本で恒例のカヌーミーティングが行われました。

昨年の荒天とはうって変わって、五月晴れ。心地

いい風の中、全国から巣まった色とりどりのカヌー

が、川辺川を彩りました。若者、家族連れ、カヌ

ーの初心者スクールなど、和やかながらも、この

きれいな川辺川を失いたくないというシュプレヒコ

ールが川而にこだましました。

夜は今年はじめての「水質日本一祝賀会」が川

辺川のほとり、相良村ごんげん河原で行われまし

た。これは昨年秋、環境庁が実施した全国の河

川、湖沼の水質調査で川辺川下流が日本一に

輝いたことをお祝いするイベントです。熊本のタレ

ント「うんばば中尾」さんの軽妙な司会のもと、地

元こども達の「妙見太鼓」の披露から始まり、川

辺川源流水での乾杯、五木村の議員も交えた討

論会など、「みんなの川辺川」についての11肌しで、

大いに盛り上がりました。

【質問主意書l

中村敦夫氏から、更なる111!!l主意因が提出され

る予定になっています。

［今後の予定】

●5月22日に人吉市でシンポジウムが行われます。

公共事業に詳しい五十嵐敬喜氏、東京水産

大学の海洋環境に詳しい丸山隆氏、 民主党

の党首菅直人氏などが訪れて、「川辺川ダムと

五木村を考える」というタイトルで、慈見を交わ

す予定です。

●7月16日から3日問、参議院議員中村敦夫氏一

行が、ダムサイトと五木村を訪れることになって

います。これは中村氏が党派を超えた棗境系

議員と記者、マスコミなどと述れだって、地元の

「ダムにIMIしては触れられない」という空気を一

新しようという試みです。

●7月31日から源流水リレーが行われます。川辺

川、球磨川の源流の水を汲み上げ、 一切の動

力を使わない移動手段でリレーしながら、河l::..l

の八代で海に帰すというもの。侮年、多くの参

加者から好評を得ている感動イベントです。

参議院議貝中村敦夫氏から出されていた質I!Il ●6月から施行される新環榜アセスを、 川辺川に

主意杏の答弁書が出てきました。今回は大きく分

けて消水バイパス・選択取水装置の効果につい

てと、漁協への補伯問題についてです。その回

答によると、水没する五木村への配砥が全く欠け

ていることが明確となりました。

梢水バイパス・選択取水装置によって、下流に

水源連だより No.91999.5.24 

も適用してもらおうという、国会請願の署名巡

動を展淵します。水牧n本一になった事をきっ

かけに、ダムに賛成、反対に係わらず、きれい

な川辺川を子孫に残そうという運動に繋げて

いきます。
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